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松
島

隆
真

は
じ
め
に

前
漢
文
帝
の
在
位
期
聞
は
、
漢
王
朝
が
強
大
な
諸
侯
王
の
脊
在
に
苦
慮
し
た
時
代
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
時
期
に
文
帝
の
側
近

と
し
て
諸
侯
王
問
題
へ
の
対
策
を
提
示
し
た
人
物
が
貰
誼
で
あ
り
、
そ
の
論
説
は
『
漢
書
』
買
誼
伝
と
買
誼
『
新
書
』
に
そ
れ
ぞ
れ
収

録
さ
れ
る
。
頁
誼
の
対
諸
侯
王
策
に
つ
い
て
は
す
で
に
汗
牛
充
棟
の
蓄
積
が
あ
り
、
主
に
分
国
策
と
藩
扉
強
化
策
に
分
け
ら
れ
て
き
た
。

そ
し
て
か
つ
て
は
、
専
ら
分
国
策
が
強
調
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
中
央
集
権
国
家
の
存
在
を
歴
史
的
必
然
と
看
倣
し
た
う

え
で
、
買
誼
の
分
国
策
が
徹
底
し
た
中
央
集
権
化
を
志
向
す
る
議
論
で
は
な
か
っ
た
背
景
を
追
求
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
近

年
、
「
郡
国
制
」
の
再
評
価
と
中
央
集
権
化
の
必
然
性
へ
の
疑
義
の
進
行
な
ど
研
究
状
況
が
変
容
し
た
が
、
か
か
る
動
向
に
属
す
る
研
究

に
は
頁
誼
の
一
言
説
を
援
用
す
る
も
の
も
多
い
。
ま
た
、
前
後
し
て
藩
扉
強
化
策
に
注
目
す
る
傾
向
も
出
現
し
た
。

し
か
し
こ
れ
ら
は
、
個
々
の
論
説
の
差
異
よ
り
も
、
買
誼
の
思
想
の
全
体
的
な
分
析
を
重
視
す
る
傾
向
に
あ
る
。
そ
の
一
因
に
は
、

従
来
『
漢
書
』
貰
誼
伝
の
ほ
う
が
、
『
新
書
』
よ
り
も
テ
ク
ス
ト
的
に
信
頼
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
関
係
し
よ
う
。
も
っ
と
も
近
年
は
、
『
漢

書
』
よ
り
現
行
本
『
新
書
』
が
優
先
さ
れ
る
よ
う
に
も
な
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
頁
誼
の
一
連
の
量
一
口
説
は
等
価
に
扱
わ
れ
、
個
々
の
編
臼

の
差
異
や
前
後
関
係
は
あ
ま
り
考
慮
さ
れ
な
い
。
加
え
て
中
央
集
権
化
の
必
然
性
へ
の
疑
義
の
広
が
り
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
対
諸
侯
王
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策
の
目
的
・
有
効
性
に
つ
い
て
は
、
未
だ
そ
れ
を
踏
ま
え
た
検
証
は
充
分
に
な
さ
れ
て
い
な
い
。
買
誼
の
一
連
の
対
諸
侯
王
策
の
意
図

は
那
辺
に
あ
る
の
か
。
本
稿
は
、
文
帝
期
の
同
時
代
的
状
況
に
即
し
て
、
頁
誼
の
対
諸
侯
玉
策
を
、
分
国
策
を
軸
に
考
察
す
る
。

さ
て
本
論
に
先
立
ち
、
議
論
の
前
提
と
な
る
対
諸
侯
王
策
各
篇
の
作
成
時
期
を
概
観
す
る
。
『
新
書
』
に
お
け
る
諸
侯
王
問
題
に
関
係

す
る
論
説
は
、
宗
首
・
藩
傷
・
藩
彊
・
大
都
・
等
斉
・
益
壌
・
権
重
・
五
美
・
制
不
定
・
壱
通
・
属
逮
・
親
疏
危
乱
・
准
難
の
計
二
ニ

篇
が
あ
る
(
工
藤
一

δ
O四
)
。
詳
細
な
論
証
は
割
愛
せ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
そ
れ
ら
の
作
成
順
序
に
つ
き
筆
者
は
概
ね
以
下
の
よ
う
に
考

え
る
。

-
八
年
以
降
日
准
難
{
准
南
。
准
南
遺
児
封
侯
】

・
不
明
日
五
美
【
済
北
・
准
南
。
治
難
篇
よ
り
降
る
?
】

↓
い
宗
首
{
五
美
篇
を
前
提
と
す
る
?
済
北
・
滋
南
・
呉
}
藩
彊
【
五
美
篇
を
前
提
】

制
不
定
【
五
美
篇
を
前
提
。
済
北
・
准
南
・
呉
】

壱
通
(
前
半
部
)
【
五
美
篇
を
前
提
。
除
関
の
提
言
】

・
十
二
年
以
前
二
属
遠
{
准
南
】
壱
通
(
後
半
部
)
{
属
遠
・
益
壌
と
類
似
す
る
内
容
】

↓
十
一
年
以
降
u

益
壌
【
准
南
・
梁
懐
王
亮
去
。
属
遠
と
の
重
複
箇
所
】

・
十
二
年
頃
口
大
都
【
治
安
策
】
等
斉
【
治
安
策
}
親
疏
危
乱
【
准
南
。
属
王
の
諮
号
】

・
時
期
不
明
日
藩
傷
権
重

矢
印
は
、
明
ら
か
な
先
後
関
係
を
表
す
。
【
】
内
の
記
載
は
、
作
成
年
代
判
定
の
手
が
か
り
と
な
る
事
柄
で
、
済
北
王
事
件
は
孝
文
三
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(
前
一
七
七
)
年
、
准
南
属
王
事
件
は
六
(
前
一
七
四
)
年
、
腐
王
遺
児
の
封
侯
は
八
(
前
一
七
二
)
年
、
梁
懐
王
亮
去
は
十
一
(
前
一
六
九
)

年
、
腐
王
迫
尊
・
除
関
は
十
二
(
前
一
六
八
)
年
、
対
呉
関
係
悪
化
時
期
は
不
明
だ
が
、
お
そ
ら
く
准
南
遺
児
封
侯
以
降
だ
ろ
う
。
ま
た

大
都
・
等
斉
に
そ
れ
ぞ
れ
「
痛
惜
」
・
「
長
大
息
」
の
語
が
見
え
、
そ
れ
は
両
篇
が
数
寧
篇
の
「
臣
窃
に
事
勢
を
惟
う
に
、
痛
惜
を
矯
す

べ
き
者
は
一
、
流
沸
を
岳
地
す
べ
き
者
は
二
、
長
大
息
を
矯
す
べ
き
者
は
六
」
と
は
じ
ま
る
「
治
安
策
」
の
一
部
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す

⑦

⑧

 

る
。
「
治
安
策
」
作
成
は
、
十
二
年
頃
と
考
え
ら
れ
る
。

結
論
か
ら
い
え
ば
、
対
諸
侯
王
策
は
、
孝
文
八
年
よ
り
十
二
年
ま
で
の
作
成
に
か
か
る
。
八
年
は
頁
誼
が
長
沙
よ
り
復
帰
し
た
年
で

俗

あ
り
、
十
二
年
は
貰
誼
の
残
年
と
さ
れ
る
。
『
史
記
』
屈
原
貫
生
列
伝
に
「
文
帝
復
た
准
南
腐
王
の
子
四
人
を
封
じ
て
皆
な
列
侯
と
矯

す
。
買
生
諌
め
て
、
以
矯
ら
く
患
の
輿
は
此
自
り
起
ら
ん
、
と
。
買
生
数
々
上
疏
し
て
、
諸
侯
の
或
も
の
敷
郡
を
連
ぬ
る
は
、
古
の
制

に
非
ら
ず
、
精
之
を
削
る
べ
し
と
一
言
う
。
文
帝
聴
か
ず
」
と
あ
る
よ
う
に
、
対
諸
侯
王
策
は
准
南
鷹
玉
の
遺
児
封
侯
以
降
に
提
出
さ
れ

た
複
数
の
テ
ク
ス
ト
で
あ
っ
て
、
あ
る
特
定
の
時
期
に
一
続
き
の
も
の
と
し
て
作
成
さ
れ
た
首
尾
一
貫
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。

第

章

准
南
庸
王
事
件
の
衝
撃

⑫
 

若
き
日
の
頁
誼
に
つ
き
、
孝
文
初
年
に
博
士
と
な
っ
て
中
央
官
界
入
り
し
文
帝
の
側
近
と
し
て
活
躍
し
た
こ
と
、
周
勃
や
濃
嬰
ら
高

祖
以
来
の
老
臣
た
ち
に
疎
ま
れ
、
や
が
て
長
沙
王
太
侍
と
し
て
斥
け
ら
れ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
る
。
だ
が
こ
の
時
期
の
諸
侯
王
問
題

へ
の
認
識
は
不
明
で
あ
る
。
例
え
ば
孝
文
初
年
の
太
中
大
夫
で
あ
っ
た
頃
の
頁
誼
に
つ
き
『
史
記
』
屈
原
貫
生
列
伝
は
、
「
頁
生
以
矯
ら

く
、
漢
興
り
て
孝
文
に
至
る
ま
で
二
十
徐
年
、
天
下
和
治
す
る
に
、
嘗
に
正
朔
を
改
め
、
服
色
を
易
え
、
制
度
を
法
と
し
、
官
名
を
定
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め
、
櫨
梁
を
興
す
べ
し
と
し
、
乃
ち
悉
く
其
の
事
の
儀
法
を
草
呉
し
、
色
は
黄
を
尚
び
、
数
は
五
を
用
い
、
官
名
を
矯
り
、
悉
く
秦
の

法
を
更
め
ん
と
す
。
孝
文
帝
初
め
即
位
す
る
や
。
謙
譲
に
未
だ
遺
あ
ら
ず
。
諸
々
の
律
令
の
更
定
す
る
所
、
及
び
列
侯
の
悉
く
就
闘
す

る
は
、
其
の
説
皆
な
頁
生
白
り
之
を
愛
す
」
と
様
々
な
改
革
案
を
提
示
し
た
こ
と
を
伝
え
る
が
、
諸
侯
王
問
題
へ
の
論
及
は
見
え
な
い
。

孝
文
一
二
(
前
一
七
七
)
年
に
准
南
属
王
長
が
母
の
仇
た
る
降
陽
侯
審
食
其
を
殺
害
し
た
際
、
「
諸
侯
大
い
に
麟
れ
ば
必
ず
患
を
生
、
ず
。
適
も

て
地
を
削
る
べ
し
」
(
『
史
記
』
裳
掻
量
錯
列
伝
)
と
主
張
し
た
衰
盆
に
比
し
て
差
異
は
大
き
い
。
こ
の
時
期
、
漢
王
朝
は
斉
王
家
と
対
立
し

⑩
 

て
も
、
呉
や
准
南
と
の
対
立
は
顕
在
化
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
関
係
し
よ
う
。
頁
誼
が
諸
侯
王
問
題
を
論
ず
る
契
機
は
、
長
沙
滞
在

中
の
六
(
前
一
七
四
)
年
に
発
生
し
た
准
南
腐
王
事
件
で
あ
り
、
八
(
前
一
七
二
)
年
の
准
南
属
王
遺
児
封
侯
で
あ
ろ
う
。

准
南
腐
王
事
件
に
つ
い
て
は
、
漢
王
朝
の
「
公
式
見
解
」
と
い
う
限
界
は
あ
る
が
、
『
史
記
』
准
南
衡
山
列
伝
の
「
:
:
:
大
夫
但
・
土

五
関
章
等
七
十
人
練
蒲
侯
太
子
奇
と
謀
反
し
、
以
て
宗
廟
社
稜
を
危
う
く
せ
ん
と
欲
す
。
閲
章
を
し
て
陰
か
に
長
に
告
げ
し
め
、
輿
に

謀
り
て
関
越
及
び
旬
奴
に
使
わ
し
て
其
の
兵
を
愛
せ
ん
と
す
:
:
:
」
と
の
記
述
が
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
は
専
ら
腐
王
の
潜
上
行
為

が
着
目
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
事
件
は
あ
く
ま
で
大
夫
但
・
土
伍
関
章
(
啓
章
)
ら
が
練
蒲
侯
太
子
陳
奇
(
柴
奇
。
父
は
創
業
の
功
臣
で
あ
る

大
将
軍
柴
武
)
と
謀
っ
て
関
越
・
旬
奴
と
通
じ
た
こ
と
の
発
覚
が
契
機
で
あ
る
。
頁
誼
も
事
件
に
つ
き
、
「
罪
人
・
奇
佼
・
少
年
を
緊
め

と
も
が
ら

て
、
楼
奇
(
柴
奇
1
筆
者
注
)
の
徒
・
啓
章
の
等
と
通
じ
て
、
謀
り
て
東
帝
矯
ら
ん
こ
と
、
天
下
執
か
知
ら
ざ
る
か
」
(
准
難
)
と
述
べ
た

こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。
属
王
が
罰
さ
れ
た
の
は
、
属
王
が
外
国
と
通
謀
し
て
「
東
帝
」
と
し
て
自
立
を
試
み
た
、
と
看
倣
さ
れ
た
こ
と

に
あ
っ
た
。
東
帝
の
称
謂
は
か
つ
て
戦
国
期
に
斉
関
王
が
用
い
た
が
、
呉
楚
七
国
の
乱
に
お
い
て
も
呉
王
漢
は
「
我
己
に
東
帝
矯
り
。

尚
お
何
ぞ
誰
を
か
拝
せ
ん
か
」
(
『
史
記
』
呉
王
湧
列
伝
)
と
語
る
。
属
王
が
「
東
帝
」
た
ら
ん
と
し
た
と
看
倣
さ
れ
る
こ
と
は
、
漢
王
朝
の

も
と
に
統
合
さ
れ
た
「
天
下
」
が
分
裂
す
る
こ
と
と
同
義
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

文
帝
は
属
玉
を
極
刑
に
処
す
る
こ
と
を
薦
賭
し
た
が
、
大
臣
た
ち
は
強
硬
だ
っ
た
。
属
王
は
萄
に
流
さ
れ
、
そ
の
中
途
に
お
い
て
残
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二
年
後
、
文
帝
は
腐
王
の
遺
児
四
人
を
封
侯
し
、
そ
れ
が
貰
誼
の
対
諸
侯
王
策
関
陳
の
契
機
と
な
っ
た
。
事
件
の
痕
跡
は
、
准

難
篇
以
外
に
も
確
認
さ
れ
る
。
例
え
ば
五
美
篇
は
「
買
高
・
利
幾
の
謀
生
ぜ
ず
、
機
奇
(
柴
奇
|
筆
者
注
了
啓
章
の
計
萌
さ
ず
」
と
准

南
属
王
事
件
の
関
係
者
に
号
言
及
す
る
が
、
そ
の
対
と
さ
れ
る
人
物
は
貫
高
・
利
幾
で
あ
る
。
越
相
貫
高
は
高
祖
暗
殺
を
計
画
し
た
人
物

で
あ
り
、
陳
公
利
幾
は
高
祖
五
(
前
二
O
二
)
に
蜂
起
し
た
楚
将
で
あ
る
。
高
祖
時
代
の
叛
乱
事
件
の
う
ち
、
王
で
は
な
い
主
犯
格
の
人

物
を
例
示
し
た
だ
け
で
あ
り
、
彼
ら
を
選
ん
だ
こ
と
自
体
の
意
味
は
見
え
な
い
。
属
王
に
直
接
言
及
す
る
こ
と
な
く
、
事
件
を
強
調
す

る
た
め
の
人
物
選
択
だ
ろ
う
。
ま
た
制
不
定
篇
・
益
壌
篇
に
黄
帝
と
炎
帝
の
兄
弟
間
抗
争
へ
の
論
及
が
あ
る
抑
、
黄
帝
は
文
帝
、
炎
帝

は
准
南
腐
王
を
指
す
の
だ
ろ
う
。
一
方
で
済
北
王
の
叛
乱
に
単
独
で
論
及
し
た
事
例
は
見
え
な
い
。
貰
誼
に
と
り
、
済
北
王
事
件
と
准

南
腐
玉
事
件
の
重
要
性
は
異
な
っ
て
い
た
。

さ
て
今
日
、
准
難
篇
と
し
て
残
る
買
誼
の
准
南
四
子
へ
の
警
戒
論
の
作
成
に
つ
き
『
漢
書
』
頁
誼
伝
は
、
「
時
に
又
た
准
南
属
王
の
四

子
を
封
じ
て
皆
な
列
侯
と
矯
す
。
誼
上
の
必
ず
終
に
復
た
之
を
王
と
せ
ん
こ
と
を
知
る
や
、
上
疏
し
て
諌
め
て
日
く
:
:
:
」
と
述
べ
、

将
来
的
に
彼
ら
を
諸
侯
王
と
す
る
こ
と
へ
の
反
対
論
と
す
る
。
た
し
か
に
そ
れ
は
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
准
難
篇
か
ら
読
み
取
れ
る
警

戒
論
は
、
か
か
る
意
図
の
有
無
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
ロ

す
な
わ

是
の
如
く
ん
ば
、
田
川
ち
准
南
王
罪
人
の
身
な
り
、
准
南
の
子
罪
人
の
子
な
り
。
罪
人
の
子
を
奉
尊
す
る
は
、
適
に
以
て
誘
を
天
下

に
負
う
に
足
る
の
み
に
し
て
、
前
事
に
解
細
す
る
無
き
な
り
、
且
つ
人
肉
を
以
て
心
と
矯
さ
ざ
れ
ば
別
ち
己
む
。
若
し
肉
を
以
て

:
与
ぜ

心
と
震
さ
ば
、
人
の
心
知
る
べ
き
な
り
。
今
、
准
南
の
子
少
荘
に
し
て
父
の
辱
状
を
潤
く
。
是
れ
立
て
ば
尽
な
位
衿
に
治
く
、
臥

せ
ば
閉
山
ち
泣
項
に
交
わ
り
、
腸
よ
り
腰
肘
に
至
る
ま
で
謬
維
す
る
が
如
き
の
み
。
出
旦
に
能
く
須
奥
に
し
て
忘
れ
ん
か
な
。
是
れ
に

し
て
是
の
如
く
せ
、
ざ
れ
ば
、
人
に
非
ざ
る
な
り
。
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頁
誼
が
属
王
の
遺
児
に
否
定
的
な
理
由
は
、
彼
ら
が
「
罪
人
の
子
」
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
(
芳
賀
ニ
0
0
0

二
O
O七
七
五
頁
)
。
故
に
彼
ら
を
尊
崇
さ
れ
る
べ
き
地
位
に
つ
け
る
こ
と
は
、
天
下
の
誹
誘
を
負
担
つ
こ
と
に
な
る
の
だ
と
い
う
。
子
の

奉
尊
自
体
が
天
下
の
誹
誘
を
背
負
う
こ
と
に
な
る
程
の
属
王
の
「
罪
」
と
は
、
単
に
罪
を
得
た
と
い
う
事
実
に
と
ど
ま
ら
ず
、
「
天
下
」

の
分
裂
を
引
き
起
こ
そ
う
と
し
た
こ
と
に
あ
ろ
う
。
買
誼
が
属
玉
の
子
を
警
戒
す
る
理
由
は
、
後
文
に
「
抽
出
譲
」
や
「
子
膏
」
が
登
場

す
る
よ
う
に
、
父
の
屈
辱
を
知
る
彼
ら
が
復
讐
者
に
な
る
こ
と
を
恐
れ
た
か
ら
で
あ
り
、
彼
ら
を
列
侯
と
す
る
こ
と
は
暗
殺
実
行
な
ど

の
基
盤
を
提
供
す
る
こ
と
と
同
義
で
あ
っ
た
。
買
誼
は
封
侯
さ
え
忌
避
し
て
い
た
。
復
讐
心
が
媒
介
と
な
っ
て
、
父
の
罪
状
た
る
自
立

而

志
向
と
結
合
し
、
遺
児
た
ち
に
継
承
さ
れ
る
こ
と
こ
そ
が
、
も
っ
と
も
警
戒
す
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

准
難
篇
に
お
い
て
惨
み
出
る
も
の
は
、
准
南
四
子
の
封
侯
が
意
味
す
る
事
柄
に
対
す
る
文
帝
の
危
機
意
識
の
薄
さ
へ
の
懸
念
で
あ
っ

た
。
そ
れ
が
一
連
の
対
諸
侯
王
策
の
原
点
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

六
八
頁
・
一
九
O
頁
、
池
田

第
二
章

分
国
策
と

「
山
山
H
H
J

4
J
K巾
」

頁
誼
の
分
国
策
は
、
す
で
に
藤
岡
喜
久
男
氏
が
以
下
の
文
に
纏
め
て
い
る
。

1
・
あ
ら
か
じ
め
夫
々
の
玉
の
地
を
分
け
て
お
き
、
そ
の
王
子
達
は
次
を
以
て
父
祖
の
分
地
を
受
け
る
。
そ
の
際
、
分
地
の
数
が
多

く
て
王
子
の
数
に
超
過
し
た
時
に
は
、
其
等
の
分
を
空
に
し
て
お
き
、
そ
の
子
孫
の
生
ま
れ
る
の
を
待
っ
て
受
封
さ
せ
る
。

2
.
受
封
し
て
い
た
王
が
有
罪
で
、
そ
の
地
が
漢
に
没
入
さ
れ
た
も
の
は
、
(
巻
四
十
八
・
買
誼
伝
師
古
注
参
照
。
)



a.
犬
牙
錯
綜
し
た
諸
侯
国
の
国
境
を
整
理
す
る
為
に
用
い
(
向
右
師
古
注
参
照
。
)

b
.
又
、
其
の
子
孫
を
封
ず
る
時
に
、
そ
の
分
地
の
数
に
よ
っ
て
之
を
償
還
す
る
の
に
用
い
る
。
例
え
ば
、
十
県
合
封
の
人
の
子

孫
で
あ
れ
ば
、
そ
の
十
県
が
そ
の
子
孫
に
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
。
(
同
右
劉
放
注
参
照
。
)

3
.
即
ち
分
国
を
す
る
が
、
そ
の
際
一
寸
の
地
一
人
の
衆
も
天
子
に
於
い
て
利
す
る
こ
と
な
く
、
誠
に
定
治
す
る
の
み
で
あ
る
。

買誼の対諸侯王策の再検討 潅南問題と「地制」のあいだ一一松島隆真

(
藤
岡
一
九
五
四

八
六
頁
)

鎌
田
一
九
六

O
以
降
の
研
究
は
、

2
b
を
除
け
ば
、
藤
岡
氏
の
見
解
を
概
ね
踏
襲
す
る
。
そ
し
て
後
続
の
研
究
が
問
う
て
き
た
の
は

分
国
策
の
背
景
と
な
る
思
想
で
あ
り
、
特
に
頁
誼
が
「
郡
国
制
」
を
否
定
せ
ず
、
ま
た
諸
侯
王
の
領
有
地
を
削
減
し
漢
王
朝
の
直
轄
地

を
増
や
す
こ
と
さ
え
も
要
求
し
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
、
血
縁
的
関
係
・
宗
族
的
結
合
へ
の
配
慮
が
挙
げ
ら
れ
た
(
金
谷
一
九
六
O
、
芳
賀

二
0
0
0、
工
藤
二
O
O
四
な
ど
)
。
な
か
で
も
工
藤
卓
司
氏
は
、
諸
侯
王
国
が
大
国
で
、
諸
侯
王
が
成
年
で
あ
る
ほ
ど
背
く
傾
向
が
あ
る
こ

と
を
前
提
に
、
諸
侯
王
個
人
の
資
質
に
は
期
待
せ
ず
、
王
国
が
一
定
の
規
律
に
従
っ
て
分
割
さ
れ
て
し
ま
え
ば
、
諸
侯
王
は
漢
に
背
く

心
な
ど
起
こ
さ
な
く
な
る
と
論
じ
た
(
工
藤
二
O
O
四
一
八
|
一
一
一
一
一
頁
)
。

一
方
で
工
藤
氏
は
、
分
国
策
の
特
徴
に
「
地
制
」
(
あ
る
い
は
「
地
虫
」
)
の
重
視
が
あ
る
こ
と
も
指
摘
す
る
。
「
地
制
」
重
視
は
、
以
下

の
制
不
定
篇
の
記
述
に
窺
え
る
。

炎
帝
は
、
黄
帝
の
父
母
を
同
じ
く
す
る
弟
な
り
。
各
々
天
下
の
半
を
有
つ
。
黄
帝
道
を
行
い
、
而
し
て
炎
帝
聴
か
ず
、
故
に
深
鹿

の
野
に
戦
い
、
血
流
杵
を
漂
わ
す
。
夫
れ
地
制
得
ざ
れ
ば
、
黄
帝
よ
り
し
て
己
に
困
し
む
。
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こ
れ
に
従
え
ば
、
黄
帝
と
炎
帝
の
兄
弟
対
決
は
、
「
地
制
」
が
存
在
す
れ
ば
発
生
し
な
い
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
「
地
制
」
の
具
体
的
内
容

は
、
「
諸
侯
王
国
を
予
め
い
く
つ
か
の
国
に
分
け
て
お
き
、
諸
侯
王
の
子
孫
を
そ
れ
ら
に
封
じ
て
い
く
も
の
」
(
工
藤
二
O
O
四
三
一
頁
)

と
い
う
以
上
は
判
然
と
し
な
刷
。
炎
帝
(
准
南
腐
王
)
の
国
の
分
割
方
針
を
あ
ら
か
じ
め
定
め
て
お
け
ば
、
兄
弟
対
決
が
発
生
し
な
か
っ

た
と
い
う
論
理
は
あ
り
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
分
割
方
針
以
外
の
要
素
も
想
定
さ
れ
る
。

『
新
書
』
に
お
い
て
分
国
策
が
明
確
に
言
説
化
さ
れ
た
も
の
に
、
五
美
篇
が
あ
る
。
そ
の
冒
頭
に
「
海
内
の
勢
身
の
皆
を
使
い
、
管

の
指
を
使
う
が
如
く
、
制
に
従
わ
ざ
る
は
莫
し
」
と
の
一
節
が
あ
る
。
頁
誼
に
と
り
「
海
内
の
勢
」
は
、
胴
体
が
肘
の
動
き
を
規
定
し
、

肘
が
指
の
動
き
を
規
定
す
る
の
と
同
様
に
、
「
制
」
に
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
以
下
の
分
国
策
の
具
体
的
内
容
が
記

述
さ
れ
る
。

割
地
の
定
制
。
費
若
干
閣
と
局
し
、
趨
-
楚
若
干
園
と
矯
す
は
、
制
既
に
各
々
理
あ
り
。
是
に
於
い
て
斉
悼
恵
王
の
子
孫
之
を

分
地
に
王
と
し
て
、
童
く
れ
ば
止
め
、
越
幽
王
・
楚
元
王
の
子
孫
も
、
亦
た
各
々
次
を
以
て
其
の
祖
の
分
地
を
受
け
、
燕
・
呉
・

准
南
の
位
園
も
皆
な
然
り
と
れ
。
其
の
分
地
衆
く
し
て
子
孫
少
な
き
者
は
、
建
つ
る
に
以
て
闘
を
潟
し
、
空
し
く
し
て
之
を
置
き
、

其
の
子
孫
の
生
ま
る
る
者
を
須
ち
て
、
翠
げ
て
之
を
君
た
ら
し
む
。
諸
侯
の
地
、
其
の
削
り
て
頗
る
漢
に
入
る
る
者
は
、
其
の
侯

ず
み

園
を
徒
し
、
及
び
其
の
子
孫
を
彼
に
封
ず
る
を
矯
す
や
、
数
や
か
に
之
を
償
す
る
所
以
な
り
。
故
に
一
寸
の
地
・
一
人
の
衆
も
天

子
利
と
す
る
所
無
く
、
誠
に
以
て
地
を
定
む
る
の
み
。
故
に
天
下
成
な
陛
下
の
廉
を
知
る
。

一
三
二
頁
)
な
ど
と
解

ま
ず
「
割
地
定
制
」
は
、
こ
れ
ま
で
「
諸
侯
王
の
地
を
割
く
の
に
次
の
よ
う
に
制
を
定
め
る
」
(
鎌
田
一
九
六
二

釈
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
こ
で
は
「
諸
侯
王
の
地
を
割
く
た
め
の
定
ま
っ
た
基
準
」
と
す
る
。
何
故
な
ら
、
本
文
で
は
こ
れ
に
つ
づ
け
て

64 



賓誼の対諸侯王策の再検討一一港南問題と「地制」のあいだ 松島隆真

「
斉
若
干
閣
と
篇
し
、
越
・
楚
若
干
園
と
潟
す
は
、
制
既
に
各
々
理
あ
り
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
す
で
に
実
行
さ
れ
た
分
国
の
事
例
を

述
べ
る
も
の
で
あ
り
、
新
規
の
制
度
の
制
定
と
い
う
意
味
で
は
「
割
地
定
制
」
の
語
を
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
結
論

的
に
い
え
ば
「
割
地
定
制
」
は
文
中
に
お
け
る
「
小
見
出
し
」
と
し
て
機
能
す
る
も
の
で
あ
り
、
以
下
の
文
章
で
そ
の
内
容
が
説
明
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
な
お
五
美
篇
の
主
題
で
あ
る
「
地
制
」
と
は
、
「
割
地
の
定
制
」
を
略
し
た
表
現
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
す
で
に
実
行
さ
れ
た
分
国
に
つ
い
て
だ
が
、
斉
・
越
は
孝
文
一
一
(
前
一
七
八
)
年
、
楚
は
文
帝
期
に
は
分
割
さ
れ
て
い
な
い
が
、

戦
国
期
ま
で
の
楚
の
彊
域
は
、
項
羽
に
よ
っ
て
西
楚
・
九
江
・
衡
山
・
臨
江
に
分
割
さ
れ
、
高
祖
即
位
の
の
ち
幾
分
か
は
漢
に
編
入
さ

れ
、
残
り
は
楚
・
荊
(
呉
)
・
准
南
・
准
陽
な
ど
に
再
分
割
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
面
貝
誼
の
分
国
論
は
歴
史
的
経
緯
を
踏
ま
え
た
も
の
で

あ
り
、
最
初
に
実
行
済
み
の
分
国
を
取
り
上
げ
た
の
は
、
そ
れ
が
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

つ
づ
い
て
、
燕
・
呉
の
み
な
ら
ず
、
准
南
の
分
割
も
組
上
に
の
せ
ら
れ
る
。
六
(
前
一
七
四
)
年
に
国
除
さ
れ
た
准
南
国
は
、
十
一
一
(
前

二
ハ
八
)
年
に
城
陽
王
喜
が
移
封
さ
れ
る
ま
で
諸
侯
王
国
と
し
て
は
事
在
し
な
い
。
頁
誼
は
王
座
が
空
白
で
も
准
南
国
の
存
在
を
前
提
と

す
る
。
作
成
時
に
存
在
し
な
い
諸
侯
王
国
の
分
割
を
問
題
に
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
将
来
実
行
さ
れ
る
べ
き
事
柄
で
あ
る
こ
と
を
意
味

し
、
准
南
国
と
い
う
枠
組
が
牢
固
と
し
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。

つ
ま
り
、
「
地
制
」
と
は
、
各
国
の
地
理
的
区
分
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
前
漢
前
期
に
お
い
て
は
、
「
斉
悼
恵
王
の
子
孫
之
を
分

地
に
王
と
し
て
、
量
く
れ
ば
止
め
、
越
樹
王
・
楚
元
王
の
子
孫
も
、
亦
た
各
守
次
を
以
て
其
の
祖
の
分
地
を
受
け
、
燕
・
呉
・
准
南
の

位
園
皆
な
然
り
と
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
高
祖
年
間
の
初
封
の
王
の
分
地
が
、
各
国
の
「
地
制
」
で
あ
っ
た
。
「
地
制
」
を
定
め
る
と

は
、
歴
史
的
な
「
地
制
」
と
い
う
枠
組
の
範
閤
内
で
、
諸
侯
王
国
の
分
割
の
基
準
を
事
前
に
定
め
、
各
国
の
区
分
を
明
確
に
す
る
こ
と

で
あ
る
。
ま
さ
し
く
「
諸
侯
王
の
地
を
割
く
た
め
の
定
ま
っ
た
基
準
」
と
い
え
る
。
「
地
制
」
は
、
諸
侯
王
国
が
本
来
有
し
う
る
地
を
侵

奪
す
る
意
図
が
な
い
こ
と
を
示
す
と
い
う
か
た
ち
で
、
漢
王
朝
さ
え
も
拘
束
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
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諸
侯
王
国
が
削
地
さ
れ
た
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
削
地
は
、
哀
賓
の
か
つ
て
の
主
張
で
あ
り
、
そ
れ
は
対
諸
侯
王
策
の
濫
組
閣
と
さ

れ
る
(
市
村
一
九
コ
一
九
三
五
六
頁
な
ど
)
。
貰
誼
の
議
論
も
削
地
が
前
提
だ
が
、
こ
の
場
合
は
む
し
ろ
削
地
の
実
行
後
が
主
眼
で
あ
る
。
そ

れ
が
「
諸
侯
の
地
、
其
の
削
り
て
:
:
:
之
を
償
す
る
所
以
な
り
」
の
く
だ
り
で
あ
り
、
藤
岡
一
九
五
四
は
『
漢
書
』
貰
誼
伝
の
顔
師
古

注
を
も
と
に

2
a
「
犬
牙
錯
綜
し
た
諸
侯
国
の
国
境
を
整
理
す
る
為
に
用
い
」
と
解
釈
し
、
劉
叙
説
に
従
っ
て

2
b
「
又
、
其
の
子
孫

を
封
ず
る
時
に
、
そ
の
分
地
の
数
に
よ
っ
て
之
を
償
還
す
る
の
に
用
い
る
。
例
え
ば
、
十
県
合
封
の
人
の
子
孫
で
あ
れ
ば
、
そ
の
十
県

が
そ
の
子
孫
に
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
」
と
理
解
し
た
。

だ
が
前
者
の

2
a
に
関
し
て
は
、
貰
誼
伝
・
『
新
書
』
と
も
原
文
に
「
犬
牙
錯
綜
し
た
諸
侯
国
の
国
境
」
を
示
唆
す
る
箇
所
は
な
く
、

「
国
境
の
整
理
」
と
諸
侯
王
の
叛
乱
抑
止
の
具
体
的
な
因
果
関
係
の
説
明
も
な
い
。
お
そ
ら
く
『
漢
書
』
文
帝
紀
の
「
高
帝
子
孫
を
王

と
す
る
も
、
地
犬
牙
相
い
制
す
る
は
、
い
わ
ゆ
る
磐
石
の
宗
な
り
」
に
触
発
さ
れ
た
顔
師
古
の
臆
説
だ
ろ
う
。
な
お
『
新
書
』
に
お
い

て
は
分
国
の
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
を
示
す
箇
所
を
、
頁
誼
伝
は
「
斉
・
越
・
楚
を
し
て
各
々
若
干
園
と
矯
さ
し
め
、
悼
恵
王
・
幽
王
・
元
王

の
子
孫
畢
く
次
を
以
て
各
々
祖
の
分
地
を
受
け
、
地
塞
く
れ
ば
止
め
、
及
び
燕
・
梁
官
圏
も
皆
な
然
り
」
と
、
こ
れ
か
ら
実
行
さ
れ
る

べ
き
分
国
を
併
せ
て
記
述
す
る
。
買
誼
伝
に
依
拠
す
る
限
り
、
「
地
制
」
を
「
地
犬
牙
相
制
」
と
す
る
ほ
か
な
く
、
顔
師
古
は
「
国
境
の

整
理
」
と
の
解
釈
に
至
っ
た
が
、

2
a
は
そ
も
そ
も
成
立
し
え
な
か
っ
た
。

ま
た
劉
放
説
を
べ

l
ス
に
し
た
後
者
の

2
b
に
対
し
て
は
、
鎌
田
一
九
六
二
が
『
漢
書
補
注
』
所
引
の
銭
大
肝
説
(
実
際
に
は
沈
形
)
に

従
っ
て
「
其
の
子
孫
を
封
ず
る
な
り
(
封
其
子
孫
也
)
」
を
「
其
の
子
孫
を
他
に
封
ず
(
封
其
子
孫
他
)
」
と
読
み
替
え
、
頁
誼
の
議
論
を
「
も

し
諸
侯
王
が
有
罪
で
、
そ
の
封
地
の
多
く
が
漢
朝
に
没
入
さ
れ
た
と
き
に
は
、
残
存
の
封
地
が
小
さ
い
た
め
に
子
孫
が
受
封
で
き
な
い

場
合
を
生
ず
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
王
国
内
に
あ
る
侯
国
を
他
所
に
徒
し
、
あ
る
い
は
王
国
内
に
封
地
を
得
ら
れ
な
い
子
孫
を
他
所
に
封

ず
る
。
か
く
し
て
、
漢
朝
は
削
っ
た
数
、
だ
け
償
還
す
る
こ
と
に
な
る
」
合
一
一
二
頁
)
と
す
る
。
も
っ
と
も
現
行
本
『
新
書
』
は
「
封
其
子
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孫
於
彼
也
」
に
作
る
た
め
、
こ
の
解
釈
は
成
立
し
な
い
。
少
な
く
と
も
、
子
孫
の
封
侯
地
を
削
地
以
前
の
諸
侯
王
国
の
地
と
想
定
さ
れ

て
い
た
こ
と
は
動
か
ず
、

2
b
は
藤
岡
氏
の
解
釈
が
も
っ
と
も
妥
当
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
頁
誼
の
対
諸
侯
王
策
が
論
ぜ
ら
れ
る
場
合
、
血
縁
的
関
係
・
宗
族
的
結
合
へ
の
配
慮
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
傾
向
が
強
か
っ

た
。
た
し
か
に
血
縁
的
関
係
は
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
実
際
に
論
を
規
定
し
た
の
は
、
諸
侯
王
国
、
否
、
前
漢
時
代
以
前
か
ら
事
在
し

た
諸
侯
国
の
存
在
自
体
で
あ
っ
た
。
当
時
の
ひ
と
び
と
に
と
り
、
斉
・
燕
・
楚
な
ど
の
諸
国
の
存
在
は
所
与
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の

た
め
六
国
す
べ
て
が
滅
ぼ
さ
れ
て
も
、
各
国
の
復
古
が
な
さ
れ
る
場
合
「
諸
侯
皆
な
秦
に
反
し
て
自
立
す
。
車
問
、
古
の
建
騒
な
り
、
倍
、

田
氏
な
り
、
賞
に
王
た
る
べ
し
」
(
『
史
記
』
田
備
列
伝
)
な
ど
と
称
し
て
王
と
し
て
自
立
で
き
た
の
で
あ
る
。
斉
が
固
と
し
て
存
在
し
う
る

正
統
性
は
、
何
よ
り
そ
れ
が
古
く
か
ら
存
在
し
て
い
た
か
ら
に
尽
き
る
。
そ
し
て
績
王
項
羽
が
各
国
を
分
割
し
て
も
、
楚
漢
戦
争
の
あ

い
だ
に
楚
を
除
く
す
べ
て
の
国
が
元
の
状
態
に
回
帰
し
た
(
松
島
二
O
一
四
)
。
六
国
の
侶
王
族
・
世
族
が
関
中
に
移
さ
れ
る
と
、
諸
侯
国

人
が
自
立
す
る
際
に
旧
王
族
を
奉
戴
す
る
こ
と
は
不
可
能
と
な
っ
た
。
だ
が
古
い
観
念
は
容
易
に
消
え
去
る
も
の
で
は
な
く
、
昭
帝
期

に
お
い
て
燕
王

E
が
奪
権
を
試
み
る
際
に
「
且
つ
燕
園
小
な
り
と
離
も
、
成
周
の
建
園
な
り
、
上
は
召
公
自
り
、
下
は
昭
・
裏
に
及
び
、

今
に
子
い
て
千
載
、
量
に
賢
無
し
と
謂
う
べ
き
か
な
」
(
『
漢
書
』
武
五
子
伝
)
と
、
召
公
爽
以
来
の
古
さ
で
も
っ
て
正
当
化
を
試
み
た
(
森

谷
二
O
O五
四
頁
)
。
頁
誼
の
時
代
、
長
沙
国
を
除
い
て
諸
侯
王
は
み
な
劉
氏
で
あ
っ
た
。
し
か
し
劉
氏
内
部
の
「
宗
法
」
的
な
規
律
の

み
で
諸
侯
王
国
を
統
御
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
各
国
の
ひ
と
び
と
が
抱
く
古
く
か
ら
の
「
国
」
の
観
念
に
も
顧
慮
す
る
必
要
が
あ
っ

⑩
 

た
の
で
あ
る
。
文
帝
に
つ
か
え
る
貰
誼
に
と
り
、
劉
氏
を
玉
座
に
指
え
る
漢
王
朝
と
諸
侯
王
国
か
ら
な
る
「
天
下
」
は
前
提
で
あ
り
、

戦
国
期
以
前
の
回
帰
は
暴
論
で
あ
っ
た
。
質
誼
が
高
祖
に
よ
る
初
封
時
の
分
有
地
を
漢
王
朝
と
諸
侯
王
国
が
守
る
べ
き
「
地
制
」
と
論

じ
た
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
っ
た
。

以
上
の
如
き
「
地
制
」
を
前
提
と
し
た
頁
誼
の
分
国
策
は
、
工
藤
氏
の
指
摘
す
る
諸
侯
王
個
人
の
資
質
に
期
待
を
寄
せ
な
い
冷
厳
さ
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と
表
裏
一
体
で
あ
る
。
そ
の
認
識
は
、
以
下
の
藩
彊
篇
の
記
述
に
も
表
れ
る
。

織
か
に
前
事
を
迩
う
に
、
大
抵
彊
き
者
は
先
に
反
す
。
准
陰
楚
に
王
た
り
て
最
も
彊
け
れ
ば
、
則
ち
最
も
先
に
反
す
、
韓
王
信
胡

に
侍
れ
ば
、
則
ち
又
た
反
す
、
貫
高
越
資
に
因
れ
ば
、
則
ち
又
た
反
す
、
陳
稀
兵
精
彊
な
れ
ば
、
則
ち
又
た
反
す
、
彰
越
梁
を

用
う
れ
ば
、
則
ち
又
た
反
す
、
鯨
布
准
南
を
用
う
れ
ば
、
則
ち
又
た
反
す
、
慮
結
北
に
園
し
て
最
も
弱
け
れ
ば
、
則
ち
最
後
に
反

す。

買
誼
は
、
高
祖
期
の
叛
乱
は
強
い
者
か
ら
順
に
叛
逆
し
た
と
す
る
。
こ
れ
は
、
彼
ら
が
長
沙
国
の
よ
う
な
小
国
か
、
功
臣
列
侯
の
よ
う

に
一
県
の
み
で
あ
れ
ば
背
く
こ
と
は
な
か
っ
た
と
論
じ
る
も
の
で
、
諸
侯
王
個
人
の
資
質
を
度
外
視
し
た
分
国
策
を
補
強
す
る
も
の
で

あ
っ
た
(
工
藤
ニ
O
O
四
二
三
二
三
頁
)
。
も
っ
と
も
そ
れ
は
、
最
初
に
叛
乱
を
起
こ
し
た
燕
王
滅
茶
や
、
五
美
篇
で
は
苦
言
及
さ
れ
る
陳

公
利
幾
を
捨
象
し
た
も
の
で
あ
る
。
分
国
策
の
理
論
的
枠
組
の
確
立
の
た
め
、
史
実
が
犠
牲
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

買
誼
の
分
国
策
が
一
元
的
郡
県
制
を
指
向
せ
ず
、
「
郡
国
制
」
の
枠
内
に
あ
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
も
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
も
っ
と
も

⑧
 

分
国
自
体
は
、
買
誼
の
分
国
策
提
唱
以
前
か
ら
あ
る
。
ま
た
文
帝
は
諸
侯
王
の
王
子
を
封
侯
す
る
際
、
食
邑
を
か
つ
て
の
王
国
の
封
域

内
に
設
定
し
た
が
(
鎌
田
一
九
六
一
一
一
九
九
1
ニ
O
一
ニ
頁
)
、
そ
れ
も
賓
誼
以
前
か
ら
で
あ
る
。
買
誼
の
分
国
策
は
既
定
の
方
針
の
延
長
に

a
 

あ
る
。
た
だ
し
、
世
代
交
代
に
と
も
な
う
分
国
は
長
期
ス
パ
ン
を
要
し
、
削
地
と
そ
の
後
の
措
置
も
個
別
の
事
件
に
対
応
す
る
も
の
で
、

他
の
諸
侯
王
国
へ
の
適
用
の
保
証
は
な
か
っ
た
。
賀
誼
が
屋
下
に
屋
を
架
す
る
か
た
ち
で
分
国
策
を
提
唱
し
た
の
は
、
「
地
制
」
の
重
要

性
を
喚
起
し
、
分
国
を
制
度
化
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。

68 



第
三
章

准
南
問
題
と

「也
H4

4
J
K巾
」

買誼の対諸侯王策の再検討一一港南問題と「地制」のあいだ一一松島隆真

そ
れ
で
は
、
准
南
腐
王
事
件
と
い
う
特
定
の
事
件
を
問
題
意
識
の
出
発
点
と
し
た
買
誼
は
、
ど
う
し
て
諸
侯
王
問
題
を
構
造
的
問
題

と
し
て
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。
そ
の
背
景
に
は
、
准
南
属
王
事
件
の
様
相
が
あ
る
だ
ろ
う
。

准
南
属
王
は
「
東
帝
」
た
ろ
う
と
し
た
|
つ
ま
り
、
兄
帝
を
全
否
定
す
る
意
図
は
な
か
っ
た
と
、
買
誼
は
考
え
て
い
た
。
お
そ
ら

く
文
帝
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
だ
が
属
王
の
「
善
意
」
は
、
再
び
「
天
下
」
の
分
裂
を
招
き
か
ね
な
い
点
で
、
纂
奪
よ
り
も
危
険
な
面
が

あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
大
臣
た
ち
は
腐
王
の
死
罪
を
要
求
し
、
頁
誼
も
准
難
篤
に
お
い
て
属
王
の
遺
児
に
否
定
的
な
所
見
を
披
濯
し
た

の
で
あ
る
。
し
か
も
文
帝
は
、
か
つ
て
属
王
の
復
讐
殺
人
を
容
認
し
て
い
た
。
属
王
遺
児
の
復
讐
心
を
断
罪
し
、
彼
ら
の
行
動
を
事
前

に
阻
止
す
る
手
段
を
、
漢
王
朝
は
有
さ
な
か
っ
た
。

買
誼
の
准
南
遺
児
へ
の
危
倶
諭
は
、
分
国
策
と
矛
盾
す
る
と
さ
れ
る
。
例
え
ば
鎌
田
氏
は
、
准
南
王
子
に
関
す
る
議
論
に
つ
き
、
諸

侯
王
が
有
罪
に
よ
っ
て
削
地
さ
れ
た
場
合
で
も
、
そ
の
子
孫
を
故
地
に
王
と
し
て
も
差
し
支
え
な
い
の
だ
か
ら
、
治
南
四
王
子
に
反
対

す
る
こ
と
は
分
国
策
の
限
界
を
示
す
と
論
じ
た
(
鎌
回
一
九
六
二
二
二
ニ
頁
)
。
か
か
る
見
解
に
対
し
て
、
腐
王
遺
児
へ
の
危
慎
は
彼
ら
が

謀
反
者
の
子
で
あ
る
か
ら
、
あ
る
い
は
叛
乱
抑
止
の
目
的
を
重
視
す
べ
き
と
す
る
観
点
か
ら
、
矛
盾
や
限
界
で
は
な
い
と
い
う
議
論
も

あ
る
(
芳
賀
三
0
0
0

一
八
九
一
九
O
頁
、
池
田
ニ
O
O七
七
五
七
六
頁
)
。
だ
が
工
藤
二

0
0
0が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
買
誼
の
分
間

策
は
、
諸
侯
王
の
個
人
的
資
質
に
一
切
に
期
待
を
寄
せ
な
い
も
の
で
あ
る
。
諸
侯
王
の
資
質
に
は
、
王
個
人
の
賢
愚
や
皇
帝
へ
の
忠
順

さ
の
み
な
ら
ず
、
父
祖
の
罪
の
有
無
さ
え
も
含
ま
れ
よ
う
。
現
に
買
誼
は
五
美
篇
に
お
い
て
、
諸
侯
王
の
削
地
が
行
わ
れ
た
際
の
子
孫

の
「
地
制
」
の
範
囲
内
に
お
け
る
処
遇
を
論
ず
る
。
削
地
は
、
諸
侯
王
の
罪
に
対
す
る
罰
で
あ
る
。
腐
王
の
子
孫
の
み
を
例
外
に
で
き

な
い
。
矛
盾
は
、
残
り
つ
づ
け
る
の
で
あ
る
。

69 



立命館東洋史畢第39競

も
っ
と
も
「
准
南
遺
児
へ
の
危
倶
は
分
国
策
と
矛
盾
す
る
」
と
の
命
題
は
、
実
際
に
は
成
立
し
な
い
。
「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
よ
う

に
、
准
難
篇
は
五
美
篇
に
先
行
す
る
。
こ
れ
は
、
准
難
篇
の
如
き
准
南
王
子
を
危
険
視
す
る
だ
け
の
粗
放
な
一
言
問
辞
が
、
五
美
篇
に
見
え

る
理
論
的
か
つ
普
遍
的
な
分
国
策
に
展
開
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
鎌
田
氏
の
懸
念
す
る
矛
盾
は
、
矛
盾
で
は
な
か
っ
た
。
准

難
篤
以
外
の
諸
侯
王
問
題
に
関
わ
る
論
説
に
お
い
て
、
属
王
遺
児
へ
の
処
遇
に
論
及
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
「
地
制
」
に
依
拠
し
た
諸
侯

王
国
の
分
割
は
、
属
王
の
遺
児
た
ち
が
内
心
で
漠
王
朝
や
文
帝
に
害
意
を
抱
こ
う
と
も
、
実
際
の
叛
乱
行
動
に
繋
が
る
可
能
性
を
低
下

さ
せ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
買
誼
の
分
国
策
は
、
当
初
の
情
緒
的
な
属
王
遺
児
復
権
反
対
論
を
自
ら
乗
り
越
え
る
た
め
に
構
想
さ
れ
た
。

や
が
て
准
難
篇
の
よ
う
な
暗
殺
者
へ
の
危
倶
も
見
え
な
く
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
分
国
策
は
い
か
に
し
て
形
成
さ
れ
た
の
か
。
解
明
は
困
難
だ
が
、
要
因
の
ひ
と
つ
に
、
准
南
遺
児
四
子
の
復
権
が
朝
廷

に
お
い
て
既
成
路
線
化
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
が
あ
ろ
う
。
か
つ
て
准
南
王
へ
の
削
地
を
主
張
し
た
衰
盆
は
、
文
帝
に
准
南
遺
児
へ
の
復

争

権
を
勧
め
た
こ
と
で
朝
廷
に
重
ん
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
貰
誼
は
か
か
る
政
治
状
況
と
妥
協
し
、
准
南
四
子
復
権
阻
止
の
看
板
を

下
ろ
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
加
え
て
文
帝
の
警
戒
す
る
斉
王
家
の
問
題
も
解
消
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
分
間
策
は
、
買
誌
と
文
帝
双

方
の
問
題
意
識
を
止
揚
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
は
呉
王
と
の
隙
間
風
も
加
わ
っ
た
。
五
美
篇
に
は
見
え
な
い
呉
へ
の
危
倶
は
、
「
今
呉
又
た
告
げ
ら
る
」
(
宗
首
)
・
「
今
呉
告

げ
ら
れ
る
る
こ
と
有
り
」
(
制
不
定
)
と
記
述
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
き
っ
か
け
は
皇
太
子
(
の
ち
の
景
帝
)
が
遊
戯
の
際
に
、
呉
太
子
を

喧
臨
時
の
う
え
で
殺
め
た
こ
と
で
あ
る
。
文
帝
は
太
子
の
遺
骸
を
呉
に
送
り
返
し
た
が
、
腫
れ
物
に
触
る
よ
う
な
対
応
の
た
め
か
、
呉
王

は
「
天
下
同
宗
な
ら
ば
、
長
安
に
死
せ
ば
即
ち
長
安
に
葬
ら
ん
。
何
ぞ
必
ず
し
も
来
葬
せ
ん
や
」
(
『
史
記
』
呉
王
湧
列
伝
)
と
激
昂
し
、
入

朝
し
な
く
な
っ
た
。
も
っ
と
も
こ
の
時
点
で
呉
王
に
自
立
志
向
は
な
く
、
景
帝
が
削
地
に
乗
り
出
す
ま
で
は
そ
う
で
あ
っ
た
と
い
う
(
張

⑮
 

一
一
一
四
頁
)
。
太
子
の
長
安
で
の
埋
葬
を
望
ん
だ
こ
と
も
含
め
て
、
呉
王
は
劉
氏
間
の
修
好
を
優
先
し
た
。
し
か
し
呉
王
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へ
の
疑
い
は
沸
き
立
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
孝
文
三
(
前
一
七
七
)
年
時
点
で
は
友
好
関
係
に
あ
っ
た
准
南
国
・
呉
国
と
の
亀
裂
は
、
買
誼

に
問
題
は
強
大
な
諸
侯
王
国
の
存
在
自
体
に
あ
る
と
確
信
さ
せ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
分
国
策
の
コ
ン
セ
プ
ト
に
従
っ
て
准
南
国
が
再
設
置
さ
れ
た
場
合
、
王
座
に
則
く
べ
き
人
物
は
誰
で
あ
る
の
か
を
、
頁
誼
は

明
言
し
な
い
。
属
遠
篇
な
ど
の
他
の
論
説
に
お
い
て
も
、
准
南
の
地
を
再
び
諸
侯
王
の
地
と
す
る
こ
と
へ
の
要
求
に
と
ど
ま
る
。
属
王

遺
児
に
対
す
る
警
戒
心
は
、
論
理
と
し
て
は
超
克
さ
れ
て
も
、
貿
誼
の
心
に
煉
り
つ
づ
け
た
の
で
あ
る
。

第
四
章

除
関
と

「
天
下
」

の
一
体
化

以
上
に
論
じ
た
よ
う
に
、
分
国
策
は
買
誼
の
主
唱
に
か
か
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
分
国
自
体
は
文
帝
政
府
の
規
定
路
線
で
あ
り
、

買
誼
の
為
し
た
こ
と
は
、
分
国
の
基
準
と
し
て
「
地
制
」
と
い
う
伽
を
与
え
た
こ
と
で
あ
る
。
分
国
策
の
目
的
は
あ
く
ま
で
叛
乱
抑
止

で
あ
っ
て
、
二
元
的
郡
県
制
の
確
立
が
目
的
で
な
い
。
頁
誼
の
対
諸
侯
王
策
が
目
指
し
た
地
平
は
何
処
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

パ

ス

ポ

!

ト

信

孝
文
十
二
年
三
月
(
賀
誼
の
残
年
で
も
あ
る
)
、
文
帝
は
各
地
の
関
を
除
き
移
動
に
際
し
て
の
伝
を
不
要
と
し
た
。
除
関
は
秦
の
苛
法
を

除
く
政
策
の
一
環
と
評
さ
れ
(
大
庭
一
九
八
二
五
九
八
頁
)
、
郡
国
間
の
商
業
活
動
、
物
資
の
輸
送
が
促
進
さ
れ
た
と
い
う
(
稲
葉
一
九
七
六

a
 

一
四
七
頁
)
。
ま
た
除
関
に
よ
っ
て
「
同
姓
に
し
て
一
家
を
為
す
」
天
下
を
実
現
さ
せ
、
こ
れ
ま
で
国
と
国
と
の
敵
対
的
関
係
で
あ
っ
た

漢
王
朝
と
諸
侯
王
の
関
係
を
変
化
さ
せ
る
一
大
画
期
と
な
っ
た
と
も
さ
れ
る
(
減
知
非
二
O
一
O
)
。
も
っ
と
も
、
旬
奴
や
南
越
に
接
す
る

地
域
の
関
な
ど
が
残
さ
れ
た
よ
う
に
、
す
べ
て
の
関
が
廃
止
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
(
紙
屋
一
九
七
八
三
四
頁
)
。

押
叫

除
闘
に
賀
誼
が
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
、
以
下
の
壱
通
篇
よ
り
確
認
さ
れ
る
。
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ゆ
え
ん

武
闘
・
函
谷
・
臨
菅
閥
を
建
つ
る
所
矯
は
、
大
抵
山
東
の
諸
侯
に
備
う
る
震
な
り
。
天
下
の
制
陛
下
に
在
り
。
今
大
諸
侯
其
の

カ
多
く
し
て
、
因
り
て
闘
を
建
て
之
に
備
う
る
は
、
秦
時
の
六
園
に
備
う
る
が
若
き
な
り
。
宣
に
地
勢
を
定
め
、
備
う
べ
き
の
患

を
無
か
ら
し
め
、
図
り
て
兼
愛
無
私
の
道
を
行
い
、
闘
を
罷
め
天
下
を
一
通
し
、
町
四
匿
を
以
て
濁
り
開
中
を
有
つ
者
無
か
ら
し
む

る
に
若
か
ん
や
。

72 

買
誼
の
論
点
は
、
現
在
の
関
を
設
け
て
諸
侯
王
国
に
備
え
て
い
る
状
態
を
戦
国
期
に
お
け
る
秦
と
六
国
の
関
係
に
擬
え
た
う
え
で
、
ど

(健一

う
し
て
地
勢
(
地
制
)
を
定
め
て
、
備
え
る
べ
き
諸
国
聞
の
患
い
を
な
く
し
、
兼
愛
無
私
の
政
治
を
行
い
、
関
を
廃
止
し
天
下
を
ひ
と
つ

に
通
じ
る
よ
う
に
し
、
関
中
の
維
持
に
の
み
拘
ら
な
い
こ
と
に
及
ぶ
も
の
だ
ろ
う
か
、
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
壱
通
篇
は
専
ら
天
下
を

一
体
化
さ
せ
る
こ
と
を
論
ず
る
が
、
そ
れ
は
後
文
に
よ
且
に
一
た
び
地
制
を
定
む
れ
ば
:
:
:
」
な
ど
と
あ
る
よ
う
に
、
「
地
制
」
が
定
ま

り
諸
侯
王
の
叛
意
が
失
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
前
提
で
あ
っ
た
。
貰
誼
の
分
国
策
は
、
諸
侯
王
の
細
分
化
に
よ
る
抑
圧
以
上
の
見
通
し
を

有
し
て
い
た
。

さ
て
、
こ
の
こ
ろ
量
錯
の
提
言
に
か
か
る
納
粟
授
爵
が
開
始
さ
れ
、
除
関
が
行
わ
れ
た
十
二
年
に
は
租
税
が
半
額
に
免
除
さ
れ
た
(
翌

ゆ

泌

年
以
降
は
全
額
免
除
)
。
納
粟
授
爵
の
主
日
的
は
、
北
辺
の
備
蓄
の
充
実
で
あ
っ
た
。
ま
た
翌
十
三
(
前
一
六
七
)
年
の
肉
刑
の
廃
止
と
刑

期
の
導
入
か
ら
な
る
刑
制
改
革
も
、
宮
宅
二

O
一
一
は
、
労
働
力
の
効
率
的
な
利
用
を
目
指
し
た
も
の
と
し
、
納
粟
授
爵
と
と
も
に
北

辺
防
衛
と
関
連
付
け
て
論
じ
る
(
一
五
五
|
一
五
八
頁
)
。
漢
王
朝
は
北
辺
防
衛
力
の
強
化
を
図
り
、
頁
誼
も
そ
れ
に
関
与
し
て
い
た
(
松
島

二
O
一
五
)
。
除
関
に
よ
る
「
天
下
」
の
一
体
化
も
そ
の
一
環
で
、
「
奏
時
の
六
園
に
備
う
る
が
若
き
」
と
評
さ
れ
る
程
に
対
諸
侯
王
国
防

衛
に
用
い
ら
れ
て
い
た
国
力
を
北
辺
に
振
り
向
け
、
さ
ら
に
は
交
通
・
物
流
の
自
由
化
に
よ
っ
て
国
力
そ
の
も
の
を
増
大
さ
せ
る
こ
と

が
目
的
で
あ
っ
た
。
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か
か
る
除
関
政
策
の
最
初
の
提
唱
者
が
は
た
し
て
頁
誼
で
あ
る
の
か
は
不
明
だ
が
、
少
な
く
と
も
賛
意
を
表
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ

る
。
そ
も
そ
も
貰
誼
の
分
国
策
が
「
地
制
」
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
る
限
り
、
強
本
弱
末
が
困
難
に
な
る
懸
念
が
あ
っ
て
も
、
除
関
の

批
判
は
難
し
か
っ
た
。
貰
誼
の
分
国
策
は
、
漢
王
朝
と
諸
侯
王
国
そ
れ
ぞ
れ
が
本
来
的
に
所
有
し
う
る
土
地
を
あ
ら
か
じ
め
画
定
し
た

う
え
で
、
諸
侯
王
国
を
分
割
し
、
諸
侯
王
が
潜
在
的
に
有
す
る
漢
の
皇
帝
へ
の
叛
意
を
殺
ぐ
も
の
で
あ
る
。
物
流
自
由
化
の
結
果
、
商

業
が
盛
ん
に
な
り
、
一
部
の
諸
侯
王
国
の
地
に
財
貨
が
蓄
積
さ
れ
て
も
、
面
積
的
に
縮
小
し
た
諸
侯
王
国
は
皇
帝
の
危
倶
の
対
象
に
は

な
り
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。
た
だ
壱
通
篇
に
お
い
て
除
関
は
、
「
地
制
」
を
定
め
て
以
降
に
行
う
べ
き
と
さ
れ
る
。
頁
誼
の
分
国
策
は
、

諸
侯
王
の
生
前
に
は
王
国
分
割
の
た
め
の
基
準
の
作
成
に
と
ど
ま
り
、
世
代
交
代
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
分
割
さ
れ
る
以
上
、
除
関
を
実

行
し
て
も
問
題
が
な
い
と
考
え
ら
れ
る
程
の
「
地
制
」
の
画
定
は
、
は
る
か
未
来
の
こ
と
と
も
考
え
う
る
。

も
っ
と
も
文
帝
は
、
積
極
的
で
あ
っ
た
。
除
関
実
行
の
時
点
に
お
い
て
呉
・
楚
は
分
因
さ
れ
て
い
な
い
が
、
文
帝
に
と
っ
て
は
、
准

南
の
地
を
王
国
に
戻
す
な
ど
の
か
た
ち
で
、
漢
王
朝
に
諸
侯
王
の
地
を
侵
奪
す
る
意
図
が
な
い
こ
と
を
示
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
れ

で
充
分
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
分
国
の
基
準
の
爾
定
も
、
『
史
記
』
屈
原
買
生
列
伝
の
「
諸
侯
の
或
も
の
敷
郡
を
連
ぬ
る
は
、
古
の
制
に
非

ら
ず
」
と
の
解
釈
よ
り
類
推
す
れ
ば
、
既
存
の
枠
組
で
あ
る
郡
が
分
国
の
基
準
と
理
解
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
「
地
制
」
を
定
め

る
に
は
、
あ
と
は
文
帝
自
身
の
廉
潔
さ
を
「
天
下
」
に
一
示
す
だ
け
だ
っ
た
。
諸
侯
王
個
人
の
資
質
を
度
外
視
し
た
と
さ
れ
、
ま
た
漢
王

朝
を
も
拘
束
す
る
分
間
策
は
、
「
天
下
の
制
陛
下
に
在
り
」
と
の
記
述
に
窺
え
る
よ
う
に
、
根
本
的
部
分
で
皇
帝
個
人
の
意
思
に
依
存

し
て
い
た
。

さ
て
頁
誼
は
、
最
晩
年
の
作
成
と
推
測
さ
れ
る
「
治
安
策
」
の
一
部
で
あ
る
大
都
篇
に
お
い
て
、
諸
侯
王
国
の
巨
大
さ
に
痛
惜
し
、

同
じ
く
等
斉
篇
に
お
い
て
は
、
漢
王
朝
と
諸
侯
王
国
双
方
の
官
名
・
秩
次
が
同
一
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
諸
侯
王
の
心
へ
の
悪
影
響
を
長

太
息
し
た
。
「
治
安
策
」
に
「
地
制
」
へ
の
明
確
な
論
及
は
確
認
さ
れ
な
い
が
、
こ
れ
ら
も
「
地
制
」
を
定
め
る

(
H
諸
侯
王
の
治
め
る
べ
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き
土
地
・
人
民
の
容
在
を
将
来
的
に
も
保
証
す
る
}
こ
と
が
前
提
に
あ
ろ
う
。
諸
侯
王
国
の
巨
大
さ
へ
の
危
慎
は
、
「
地
制
」
を
前
提
と
し
た
分

国
を
推
進
す
る
言
説
で
あ
り
、
官
名
・
秩
次
へ
の
懸
念
は
、
諸
侯
王
国
に
対
す
る
漢
王
朝
の
優
位
性
を
客
観
的
に
示
す
こ
と
を
勧
め
る

も
の
で
、
「
天
下
」
一
体
化
の
方
針
と
矛
盾
し
な
い
。
た
だ
頁
誼
と
し
て
は
、
北
辺
防
衛
を
優
先
し
積
極
果
敢
な
方
向
に
突
き
進
む
文
帝

に
対
し
、
諸
侯
王
問
題
を
示
唆
す
る
こ
と
で
、
慎
重
な
姿
勢
を
崩
さ
な
い
よ
う
求
め
る
意
図
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

74 

お
わ
り
に

頁
誼
が
長
沙
よ
り
帰
還
し
た
孝
文
八
(
前
一
七
二
)
年
は
、
准
南
王
子
復
権
を
勧
め
た
裳
盆
の
影
響
力
が
強
ま
っ
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。

衰
盆
は
、
文
帝
に
取
り
立
て
ら
れ
た
と
い
う
点
で
、
頁
誼
の
ラ
イ
ヴ
ア
ル
と
い
え
る
。
さ
て
、
文
帝
期
の
対
諸
侯
王
政
策
全
般
に
つ
い

て
は
、
叛
乱
が
発
生
し
た
場
合
、
ま
ず
宗
室
全
体
に
対
し
て
優
遇
策
を
施
し
、
そ
の
後
、
謀
叛
し
た
王
家
に
対
し
て
封
侯
な
ど
の
直
接

的
な
思
典
を
与
え
る
こ
と
で
、
「
郡
国
制
」
に
よ
る
政
治
体
制
の
維
持
を
図
っ
て
い
た
と
評
さ
れ
る
(
杉
村
二
O
O五
)

七

二

O
頁
)
。
属

王
遺
児
の
復
権
も
、
恩
恵
を
施
す
こ
と
で
、
与
え
る
者
と
し
て
の
文
帝
の
優
越
性
を
確
保
す
る
試
み
と
い
え
る
。
衷
盛
の
提
起
が
文
帝

の
受
け
容
れ
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
規
定
路
線
化
し
た
背
景
に
は
、
漢
王
朝
と
諸
侯
王
国
の
並
存
の
た
め
に
は
、
皇
帝
が
諸
侯
王
に
対
す

副

る
優
越
性
を
絶
え
ず
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
当
時
の
国
制
の
あ
り
か
た
が
関
係
し
て
い
た
。
一
方
、
頁
誼
は
准
南
属
王
の

遺
児
た
ち
に
否
定
的
な
所
見
を
発
し
た
。
六
年
の
時
点
に
お
い
て
大
臣
た
ち
は
腐
王
の
死
罪
を
求
め
た
が
、
八
年
以
降
、
属
王
の
遺
児

に
ま
で
懸
念
を
抱
い
た
人
物
は
、
頁
誼
の
ほ
か
に
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
後
、
買
誼
は
諸
侯
王
問
題
を
、
漢
王
朝
と
諸
侯
王
国
か
ら
な
る
「
天
下
」
に
お
け
る
構
造
的
問
題
と
し
て
、
歴
史
的
経
緯
に
基

づ
く
「
地
制
」
に
準
拠
し
た
分
国
策
を
構
想
し
た
。
そ
し
て
除
関
に
よ
る
「
天
下
」
の
一
体
化
に
至
っ
た
。
「
地
制
」
に
基
づ
い
た
諸
侯
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王
国
分
割
と
、
除
関
に
よ
る
「
天
下
」
の
一
体
化
促
進
は
、
と
も
に
漢
王
朝
主
導
に
よ
る
秩
序
構
築
を
指
向
す
る
。
情
緒
的
な
准
南
遺

児
へ
の
危
倶
か
ら
出
発
し
た
買
謹
の
対
諸
侯
王
策
は
、
の
ち
に
冷
徹
な
分
国
策
と
な
り
、
や
が
て
除
関
政
策
と
し
て
未
来
を
展
望
す
る

も
の
に
変
貌
し
た
の
で
あ
る
。
貫
一
読
の
提
言
と
文
帝
の
政
策
と
の
相
互
関
係
は
、
現
在
の
資
料
状
況
で
は
充
分
に
は
解
明
で
き
な
い
が
、

「
天
下
」
の
一
体
化
と
い
う
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
が
、
分
国
策
に
導
か
れ
た
夢
で
あ
っ
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。
他
方
で
裳
盆
は
、
時
期
は
不

明
だ
が
、
曲
幡
西
都
尉
に
転
出
し
、
再
び
中
央
官
に
就
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。
哀
盆
の
運
命
の
変
転
が
、
買
誼
の
量
一
口
論
と
関
わ
る
も
の
で

あ
っ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
た
、
だ
文
帝
が
、
十
二
年
に
准
南
の
地
に
城
陽
玉
喜
を
移
封
し
、
腐
王
遺
児
復
権
路
線
を
停
止
し
た
こ
と

貸

は
た
し
か
で
あ
る
。
買
誼
の
一
言
論
は
、
文
帝
に
届
い
た
は
ず
だ
っ
た
。

も
っ
と
も
買
誼
の
対
諸
侯
王
策
は
、
何
時
し
か
忘
れ
ら
れ
た
。
例
え
ば
『
史
記
』
屈
原
買
生
列
伝
は
、
買
誼
の
対
諸
侯
玉
策
を
「
頁

生
数
々
上
疏
し
て
、
諸
侯
の
或
も
の
敷
郡
を
連
ぬ
る
は
、
古
の
制
に
非
ら
ず
、
精
之
を
削
る
べ
し
と
丑
一
口
う
」
と
要
約
す
る
が
、
諸
侯
王

国
が
複
数
の
郡
を
有
す
る
状
態
を
「
古
の
制
」
で
は
な
い
と
す
る
認
識
は
、
「
地
制
」
へ
の
理
解
を
欠
く
。
対
諸
侯
王
策
が
忘
れ
ら
れ
た

一
因
に
、
孝
文
十
四
(
前
一
六
六
)
年
よ
り
後
元
一
一
(
前
二
ハ
二
)
年
ま
で
つ
づ
く
足
掛
け
五
年
の
対
旬
奴
戦
役
が
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
頁

誼
も
深
く
関
与
し
た
当
時
の
漢
王
朝
の
外
交
・
防
衛
政
策
の
失
敗
で
あ
っ
た
(
松
島
二
O
一
五
)
。
敗
戦
に
先
立
つ
孝
文
十
六
(
前
一
六
四
)

年
、
前
年
の
斉
王
則
の
嘉
去
に
と
も
な
い
、
文
帝
は
斉
国
を
六
分
割
し
、
准
南
三
王
子
(
一
人
は
す
で
に
嘉
去
)
を
諸
侯
王
に
昇
格
さ
せ

⑨
 
た
。
賀
誼
の
対
諸
侯
王
策
は
准
南
王
子
へ
の
危
倶
が
原
点
で
あ
っ
た
が
故
に
、
彼
も
関
与
し
た
北
辺
防
衛
強
化
策
が
旬
奴
の
侵
攻
を
招

く
と
、
腐
王
遺
児
へ
の
危
倶
論
も
説
得
力
を
低
下
さ
せ
た
の
だ
ろ
う
。
准
南
三
子
の
諸
侯
王
擁
立
は
、
貰
誼
が
否
定
し
た
裳
盆
の
路
線

へ
の
回
帰
で
あ
っ
た
。
除
隠
は
し
ば
ら
く
継
続
し
た
が
、
呉
楚
七
国
の
乱
後
、
開
聞
は
再
設
置
さ
れ
た
。
買
誼
の
分
国
策
が
遺
し
た
も
の

は
結
局
、
殆
ど
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
対
諸
侯
王
策
提
唱
者
と
し
て
の
貰
誼
の
再
評
価
は
、
『
史
記
』
撒
筆
以
降
で
あ
る
。

も
っ
と
も
文
帝
期
の
対
諸
侯
王
政
策
に
は
藩
扉
強
化
策
も
あ
り
、
治
世
後
期
の
対
諸
侯
王
関
係
の
安
定
化
、
呉
楚
七
国
の
乱
と
対
諸
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壁
土
政
策
と
の
関
船
、
そ
し
て
頁
誼
の
心
に
爆
り
つ
づ
け
た
准
南
問
題
の
行
方
な
ど
は
、
本
稿
で
検
討
し
て
い
な
い
。
対
諸
侯
王
政
策

全
体
の
評
価
は
、
今
後
の
課
題
と
な
ろ
う
。

注
①
買
誼
の
分
国
策
を
扱
っ
た
も
の
と
し
て
は
、
日
本
に
お
い
て
は
藤
岡
一
九
五
回
、
金
谷
一
九
六

O
、
鎌
田
一
九
六
二
、
芳
賀
二

0
0
0、
秋
川
二

O
O
一、

工
藤
三

O
O四
、
池
田
ニ

O
O七
な
ど
が
、
中
国
に
お
い
て
は
周
双
利
一
九
七
四
、
賀
凌
虚
一
九
八
八
(
八

O
|八
一
一
頁
)
、
柿
志
強
ニ

O
O六
、
買
暁
冬

二
O
O九
、
陳
美
麗
・
鍾
麗
英
二

O
一
O
な
ど
が
あ
る
。

②
杉
村
伸
二
氏
は
杉
村
二

O
O五
、
二

O
O八
な
ど
の
論
考
に
お
い
て
『
郡
国
制
」
の
意
義
を
高
く
評
価
す
る
が
、
阿
部
幸
信
氏
は
阿
部
二

O
O八
な
ど
に

お
い
て
諸
侯
王
国
を
漢
の
「
外
」
に
あ
る
も
の
と
看
倣
し
「
郡
国
制
」
の
語
の
使
用
自
体
を
否
認
す
る
(
詳
細
は
松
島
二

O
一
一
ニ
)
。
ま
た
制
度
史
方
面
で

も
森
谷
ニ

O
O五
の
よ
う
に
、
「
郡
国
制
」
の
詳
論
こ
そ
な
い
も
の
の
、
か
か
る
時
代
性
を
前
提
と
し
た
論
考
も
あ
る
。

③
芳
賀
二

0
0
0、
工
藤
二

O
O四
、
池
田
ニ

O
O七
、
杉
村
二

O
O八
な
ど
。

④
前
近
代
中
国
に
お
け
る
『
新
書
』
評
価
は
様
々
だ
が
(
閤
振
益
・
鍾
夏
二

0
0
0に
詳
し
く
紹
介
さ
れ
る
)
、
『
四
庫
全
書
総
目
提
要
』
以
来
、
現
行
本

『
新
書
』
は
『
漢
書
』
所
載
の
論
説
を
改
変
し
て
作
成
さ
れ
た
と
す
る
見
解
が
主
流
で
あ
っ
た
。
対
諸
侯
王
策
に
関
し
て
も
、
『
漢
書
』
頁
誼
伝
に
お
け
る

諸
侯
王
問
題
を
扱
っ
た
論
説
は
、
二
篇
を
除
き
「
陳
時
政
疏
」
と
称
さ
れ
る
一
続
き
の
テ
ク
ス
ト
に
見
え
る
た
め
、
一
連
の
対
諸
侯
王
策
は
『
漢
書
』
の

記
述
を
起
点
と
す
べ
き
こ
と
が
自
明
視
さ
れ
て
き
た
。

⑤
中
国
に
お
い
て
は
、
特
に
余
嘉
錫
一
九
八

O
が
重
要
だ
が
、
徐
復
視
二

O
O
一
(
七

O

七
四
頁
)
も
『
新
書
』
テ
ク
ス
ト
問
題
に
論
及
す
る
。
ま
た

日
本
に
お
い
て
も
城
山
三

O
O
一、ニ

O
O四
、
工
藤
二

O
O三
が
そ
れ
ぞ
れ
『
漢
書
』
よ
り
も
『
新
書
』
を
優
先
す
べ
き
と
す
る
見
解
を
打
ち
出
し
、
対

諸
侯
王
策
に
つ
い
て
も
工
藤
二

O
O四
、
池
田
二

O
O七
、
阿
部
二

O
一
二
は
上
記
の
展
開
を
受
け
現
行
本
『
新
書
』
を
軸
に
頁
誼
の
言
説
・
思
想
を
分

析
す
る
。
も
っ
と
も
工
藤
二

O
O四
は
、
『
史
記
』
・
『
漢
書
』
に
見
え
る
頁
誼
と
『
新
書
』
の
撰
者
と
を
区
別
す
る
べ
き
と
し
て
「
作
者
」
の
自
明
性
に
疑

義
を
呈
す
る
が
、
本
稿
で
は
後
人
に
よ
る
改
変
も
考
慮
す
る
も
、
基
本
約
に
は
ひ
と
り
の
人
物
の
著
述
が
原
型
に
な
っ
た
と
考
え
る
。

⑥
も
っ
と
も
阿
部
二

O
一
二
は
、
賀
誼
の
論
説
を
同
時
代
の
素
描
と
し
て
扱
っ
た
も
の
だ
が
、
分
国
策
な
ど
の
対
諸
侯
玉
策
に
は
論
及
し
な
い
。

76 



貰誼の対諸侯王策の再検討 准南問題と r地申UJのあいだ一一松島陸真

⑦
漢
書
所
載
の
「
陳
時
政
疏
」
は
一
般
に
「
治
安
策
」
と
称
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
(
古
い
例
で
は
南
宋
・
黄
震
『
黄
氏
日
抄
』
巻
五
六
)
、
こ
こ
で
は
数

寧
篇
に
論
及
さ
れ
る
時
世
を
「
痛
惜
」
・
「
流
梯
」
・
「
長
太
息
」
し
た
論
説
の
み
を
「
治
安
策
」
と
す
る
。

⑧
無
蓄
篇
は
、
末
尾
近
く
に
「
流
沸
」
と
あ
る
よ
う
に
、
本
来
「
治
安
策
」
の
一
部
を
構
成
し
て
い
た
が
、
同
篇
に
は
「
漢
之
局
漢
幾
四
十
歳
失
」
と
の

フ
レ
ー
ズ
も
あ
る
。
こ
れ
は
「
治
安
策
」
が
、
高
祖
元
(
前
二

O
六
)
年
よ
り
一
一
一
八
年
目
の
孝
文
十
二
年
(
貰
誼
の
残
年
)
ま
で
に
作
成
さ
れ
た
こ
と
を

示
す
。
な
お
無
蓄
篇
の
「
四
十
歳
」
は
、
従
来
「
三
十
歳
」
の
誤
り
と
さ
れ
て
き
た
が
、
訂
正
の
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
(
李
爾
鋼
一
九
九
九
)
。

⑨
芳
賀
ニ

0
0
0も
、
対
諸
侯
王
策
は
准
南
国
の
処
置
問
題
が
先
行
し
た
と
す
る
(
一
八
七
|
一
八
八
貰
)
。

⑩
こ
れ
ま
で
買
誼
の
長
沙
か
ら
の
復
帰
時
期
は
、
「
梁
太
侍
」
買
誼
の
上
疏
を
孝
文
六
年
に
繋
げ
る
『
資
治
通
鑑
』
の
認
識
が
前
提
と
さ
れ
る
傾
向
が
あ
っ

た
。
一
方
で
、
長
沙
転
任
よ
り
三
年
目
に
作
成
さ
れ
た
服
烏
賦
冒
頭
の
「
車
関
之
歳
令
、
四
月
孟
夏
、
庚
子
之
日
施
令
」
(
『
史
記
』
周
原
頁
生
列
伝
)
と

の
太
歳
紀
年
に
よ
る
日
付
を
、
銭
大
所
『
二
十
三
史
考
異
』
巻
五
史
記
五
は
孝
文
七
(
前
一
七
三
)
年
の
こ
と
と
し
、
新
城
一
九
二
八
も
同
年
四
月
二
九

日
と
す
る
(
五

O
一
!
五

O
二
頁
)
。
買
誼
の
長
沙
か
ら
の
復
帰
は
、
翌
八
年
と
推
測
さ
れ
る
。
な
お
こ
の
前
後
の
買
誌
の
経
歴
は
、
城
山
二

O
O六
に
も

詳
し
い
(
一
一
四
ー
一
一
九
頁
)
。

⑪
な
お
本
稿
で
は
、
『
新
書
』
の
底
本
に
明
・
長
沙
吉
王
府
本
(
四
部
叢
刊
本
)
を
使
用
し
、
朱
図
隆
本
(
中
園
子
学
名
著
集
成
)
、
漢
貌
叢
書
本
、
清
・

慮
文
招
校
本
(
叢
書
集
成
初
編
)
、
王
洲
明
・
徐
超
一
九
九
六
、
閤
振
益
・
鐘
夏
二

0
0
0、
方
向
東
二

0
0
0、
呉
雲
・
李
春
台
二

O
一
O
を
適
宜
併
用

し
た
。
特
に
慮
文
招
校
本
は
、
現
在
確
認
で
き
な
い
「
建
本
」
・
「
漕
本
」
と
い
う
二
種
の
「
宋
本
」
が
引
用
さ
れ
て
お
り
、
極
め
て
有
用
で
あ
る
。
ま
た

訓
読
本
に
、
慮
校
本
を
底
本
と
し
て
一
九
二
四
年
に
国
民
文
庫
刊
行
会
よ
り
刊
行
さ
れ
た
国
訳
漢
文
大
成
本
(
解
題
・
訳
註
は
山
口
察
常
氏
)
も
あ
る
。

⑫
頁
誼
の
伝
記
は
主
輿
国
一
九
九
二
が
代
表
的
。
ま
た
年
譜
に
は
城
山
二

O
O六
な
ど
が
あ
る
。

⑬
漢
王
朝
と
斉
王
家
と
の
対
立
構
造
に
つ
い
て
は
布
目
一
九
五
一
、
郭
菌
二

O
O四
な
ど
。
一
方
で
済
北
王
興
居
が
叛
乱
を
起
し
た
孝
文
三
年
は
、
呉
玉

湧
-
准
南
属
王
長
の
入
朝
年
で
も
あ
り
(
『
史
記
』
漢
興
以
来
諸
侯
王
年
表
)
、
呉
・
准
南
と
の
対
立
は
顕
在
化
し
て
い
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

⑭
制
不
定
「
炎
帝
者
黄
帝
同
父
母
弟
也
。
各
有
天
下
之
半
。
黄
帝
行
道
而
炎
帝
不
聴
、
故
戟
添
鹿
之
野
血
流
漂
杵
、
夫
地
制
不
得
」
・
益
壌
「
故
黄
帝
者
、

炎
帝
之
兄
也
。
炎
帝
無
道
、
黄
帝
伐
之
添
鹿
之
野
、
血
流
漂
杵
、
詠
炎
帝
而
兼
其
地
、
天
下
乃
治
」
。

⑮
准
難
篇
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
歴
史
上
の
復
讐
者
・
暗
殺
者
に
つ
き
、
復
讐
者
の
例
と
し
て
「
謀
議
矯
智
伯
報
超
裏
子
、
五
起
而
不
取
者
、
無
他
、
資
力
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少
也
。
子
膏
之
報
楚
也
、
有
呉
之
衆
也
。
白
公
成
乱
也
、
有
白
公
之
衆
也
」
と
、
謙
譲
の
失
敗
の
原
因
を
資
力
の
少
な
き
に
、
伍
子
育
の
成
功
ゃ
、
(
本
来

の
目
的
で
あ
る
鄭
へ
の
復
讐
は
遂
げ
ら
れ
な
か
っ
た
が
)
白
公
が
楚
を
混
乱
き
せ
え
た
の
は
、
彼
ら
が
手
勢
の
多
さ
に
侍
ん
で
こ
と
を
な
し
た
か
ら
と
す

る
。
ま
た
暗
殺
者
の
例
と
し
て
「
閤
悶
富
故
、
然
使
鱒
諸
刺
呉
王
僚
、
燕
太
子
丹
富
故
、
然
使
荊
刺
殺
秦
王
政
」
と
、
の
ち
に
呉
玉
に
な
る
国
間
や
燕
太

子
丹
は
富
ん
で
い
た
か
ら
専
諸
や
荊
剰
の
よ
う
な
暗
殺
者
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
た
と
す
る
。
買
誼
が
伍
子
育
や
白
公
勝
の
「
衆
」
を
い
う
の
は
、
滋
南

四
子
が
「
四
子
一
心
未
異
」
へ
の
懸
念
、
闘
聞
や
燕
太
子
丹
の
「
富
」
を
い
う
の
は
彼
ら
に
財
産
を
与
え
る
こ
と
へ
の
危
慎
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の

論
理
は
、
列
侯
で
も
通
用
す
る
。

⑮
准
南
腐
王
事
件
と
そ
の
背
景
な
ら
び
に
准
南
王
家
の
歴
史
に
つ
い
て
は
楯
身
二

O
二
ハ
も
詳
し
い
。
な
お
氏
は
腐
主
に
積
極
的
な
叛
意
が
な
か
っ
た
と

推
測
し
、
頁
誼
の
属
王
遺
児
へ
の
懸
念
を
彼
ら
の
復
讐
心
に
求
め
る
な
ど
、
そ
の
論
点
は
本
稿
に
も
近
い
が
、
一
方
で
事
件
の
原
因
を
属
王
の
支
持
者
が

彼
を
皇
帝
候
補
と
考
え
た
こ
と
に
求
め
、
属
王
支
持
H

「
天
下
」
分
裂
の
可
能
性
に
は
言
及
し
な
い
。

⑫
頁
暁
冬
二

O
O九
や
陳
美
麗
・
鍾
麗
英
二

O
一
O
も
「
地
制
」
に
着
目
す
る
が
、
具
体
的
分
析
は
乏
し
い
。

⑮
『
漢
書
』
買
誼
伝
は
、
「
燕
・
呉
・
准
南
官
園
皆
然
」
の
箇
所
を
「
燕
・
梁
宮
園
皆
然
」
に
作
る
。
こ
れ
に
つ
き
芳
賀
三

0
0
0は
主
に
『
漢
書
』
所
載

の
「
陳
政
事
疏
」
の
記
述
に
依
拠
し
て
、
藩
扉
で
あ
る
梁
さ
え
も
分
国
の
対
象
に
含
め
た
こ
と
を
も
っ
て
、
分
国
策
が
政
治
的
な
も
の
で
は
な
く
、
す
べ

て
の
諸
侯
王
国
を
対
象
に
し
た
理
念
的
な
も
の
と
論
ず
る
。
も
っ
と
も
「
陳
時
政
疏
」
に
「
梁
」
が
登
場
す
る
の
は
、
『
漢
書
』
が
寸
治
安
之
策
」
復
元
を

行
う
際
に
現
行
本
『
新
書
』
の
祖
本
と
は
異
な
る
買
誼
集
の
テ
ク
ス
ト
を
用
い
た
結
果
、
「
梁
」
字
の
あ
る
テ
ク
ス
ト
が
採
用
さ
れ
た
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
過

大
評
価
は
禁
物
だ
ろ
う
。

⑮
中
山
哀
主
の
子
劉
長
(
本
文
に
例
示
し
た
燕
国
群
臣
へ
の
命
令
の
作
成
者
)
や
斉
孝
王
の
孫
劉
沢
の
存
在
に
示
唆
さ
れ
る
よ
う
に
、
燕
王
旦
事
件
(
第

一
次
)
は
列
侯
に
さ
え
な
れ
な
か
っ
た
宗
室
諸
子
の
支
持
に
依
存
し
た
も
の
だ
が
、
だ
か
ら
こ
そ
彼
ら
は
群
臣
の
説
得
を
図
る
た
め
に
伝
統
的
な
観
念
を

必
要
と
し
た
の
で
あ
る
。
燕
王

E
事
件
に
つ
い
て
は
、
西
嶋
一
九
八
三
。

⑫
芳
賀
一
一

0
0
0も
、
「
買
誼
の
分
国
策
は
、
そ
の
理
念
的
な
側
面
を
無
視
す
る
な
ら
、
諸
侯
玉
の
強
大
化
を
防
ぐ
策
略
と
し
て
は
別
に
目
新
し
い
も
の
で

は
な
い
」
と
述
べ
、
実
例
と
し
て
項
羽
の
楚
・
秦
、
高
祖
の
楚
、
呂
太
后
の
斉
、
文
帝
即
位
直
後
の
斉
・
越
・
代
の
分
割
を
取
り
上
げ
る
(
六
四
頁
)
。

⑧
芳
賀
ニ

0
0
0は
買
誼
の
分
国
策
を
、
諸
侯
玉
の
生
前
に
お
い
て
王
国
を
親
族
に
分
配
す
る
も
の
と
し
て
、
武
帝
期
の
推
恩
の
令
に
類
似
す
る
も
の
と
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捉
え
る
(
一
入
八
頁
)
。
し
か
し
買
誼
の
分
国
策
は
あ
く
ま
で
、
諸
侯
王
国
の
分
割
の
基
準
を
事
前
に
定
め
る
こ
と
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。

⑫
『
史
記
』
裳
室
電
錯
列
伝
に
、
滋
南
腐
王
の
残
後
の
こ
と
と
し
て
「
於
是
上
乃
解
、
臼
『
賂
奈
何
』
。
盆
臼
『
准
南
王
有
三
子
、
唯
在
陛
下
耳
』
。
於
是
文

帝
立
其
三
子
皆
局
主
。
盆
由
此
名
重
朝
廷
」
と
の
記
述
が
あ
る
。
『
漢
書
』
で
は
削
除
さ
れ
る
こ
の
記
述
に
つ
き
、
『
史
記
会
注
考
証
』
は
、
「
三
子
矯
王
在

後
年
、
是
時
姑
矯
列
侯
耳
、
得
終
言
之
也
」
と
す
る
中
井
積
徳
説
を
引
く
。
な
お
楯
身
三

O
ヱ
ハ
も
、
前
掲
の
事
例
を
含
め
て
、
こ
の
時
期
の
朝
廷
内
に

お
け
る
准
南
遺
児
復
活
の
ム

1
ド
に
言
及
す
る
(
一
一
一
九
一
|
三
九
二
頁
)
。

⑫
呉
王
が
太
子
の
長
安
で
の
埋
葬
を
望
ん
だ
論
理
に
つ
い
て
は
、
尾
形
一
九
七
九
(
二
四
九
二
五

O
頁
)
、
一
九
九
八
。
ま
た
尾
形
一
九
九
八
は
、
呉
王

激
昂
の
理
由
を
「
特
別
あ
っ
か
い
」
に
さ
れ
た
こ
と
に
求
め
る
。

⑫
准
南
を
諸
侯
王
国
主
一
民
す
議
論
は
、
芳
賀
二

0
0
0
(六
六
頁
)
、
杉
村
二

O
O五
(
一

O
頁
)
な
ど
。

⑫
漢
代
の
関
に
つ
い
て
は
、
大
庭
一
九
八
二
、
紙
屋
一
九
七
八
に
詳
し
い
。

⑫
除
関
に
商
業
振
興
の
意
図
を
見
る
場
合
、
孝
文
五
(
前
一
七
五
)
年
の
盗
鋳
銭
令
の
廃
止
と
併
せ
て
考
え
ら
れ
る
(
紙
屋
一
九
七
八
六
頁
)
。

⑫
闘
振
益
・
鍾
夏
二

0
0
0

一
一
四
頁
。
な
お
壱
通
篇
は
前
半
部
と
後
半
部
で
内
容
が
異
な
る
こ
と
か
ら
、
本
来
は
別
の
文
章
で
あ
っ
た
可
能
性
が
慮

文
招
以
来
指
摘
さ
れ
る
(
芳
賀
二

0
0
0
二
五
八
頁
)

O

筆
者
自
身
は
壱
通
篇
の
テ
ク
ス
ト
問
題
へ
の
答
え
は
現
在
有
さ
な
い
が
、
除
関
に
関
係
す
る
箇

所
が
前
半
部
に
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
芳
賀
二

0
0
0は
こ
の
箇
所
が
益
壌
篇
と
ほ
ぼ
同
時
に
作
成
さ
れ
た
と
す
る
。

⑫
閣
振
益
・
鐘
夏
二

0
0
0は
、
「
地
勢
」
は
「
地
制
」
と
同
様
の
も
の
と
す
る
(
一
一
四
頁
)
。

⑫
芳
賀
二

O
O
Oは
、
こ
の
租
税
減
免
は
、
貰
誼
の
影
響
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
す
る
(
九
一
頁
)
。

⑩
『
漢
書
』
食
貨
志
上
「
於
是
文
帝
従
錯
之
言
、
令
民
入
粟
遺
:
:
」
。

⑧
特
に
文
帝
の
場
合
、
高
祖
劉
邦
の
よ
う
に
諸
侯
主
か
ら
推
戴
さ
れ
る
と
い
う
手
続
き
を
欠
い
た
ま
ま
即
位
し
た
経
緯
が
関
わ
っ
て
い
る
と
推
測
さ
れ

ヲ。
⑨
楯
身
二

O
一
六
は
、
腐
王
遺
児
復
権
の
反
対
者
と
し
て
買
誼
ば
か
り
で
な
く
、
時
の
丞
相
張
蒼
も
い
た
と
し
、
彼
が
立
場
を
失
っ
た
こ
と
が
准
南
三
子

擁
立
に
繋
が
っ
た
と
す
る
(
三
九
六

l
四
O
O頁
)
。
も
っ
と
も
張
蒼
が
潅
南
遺
児
復
権
反
対
派
の
中
心
人
物
で
あ
っ
た
の
か
は
、
不
明
で
あ
る
。
た
だ
陳

末
の
作
成
に
か
か
る
抽
出
徳
明
『
経
典
釈
文
』
以
来
、
買
誼
は
張
蒼
か
ら
左
氏
学
を
学
ん
だ
と
の
伝
承
が
あ
り
(
城
山
二

O
O六
一
二
三
頁
)
、
こ
れ
は
買
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誼
と
張
蒼
が
政
治
的
に
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い
た
と
看
倣
さ
れ
て
い
た
が
故
に
出
現
し
た
言
説
と
推
測
さ
れ
る
。
な
お
、
張
蒼
の
正
式
な
丞
相
罷
免
は

後
元
三
年
八
月
の
こ
と
で
、
前
後
し
て
旬
奴
と
の
和
親
が
結
ぼ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
鑑
み
て
、
『
史
記
』
・
『
漢
書
』
に
は
明
言
さ
れ
な
い
も
の
の
、
頁
誼
の

対
旬
奴
策
も
勃
発
の
一
因
と
な
っ
た
戦
役
へ
の
敗
北
の
責
を
関
わ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
『
史
記
』
張
丞
相
列
伝
な
ど
が
恰
も
人
事
上
の
不
正
が
罷
免
の

原
因
か
の
如
く
記
述
す
る
が
、
こ
れ
は
敗
戦
の
事
実
を
直
視
で
き
な
か
っ
た
が
た
め
で
あ
ろ
う
。

⑧
そ
の
年
、
結
局
は
断
念
し
た
が
、
文
帝
は
東
方
巡
狩
・
泰
山
封
禅
を
試
み
た
。
こ
れ
も
諸
侯
王
国
再
編
と
連
動
す
る
も
の
で
、
「
天
下
」
の
一
体
化
へ
の

試
み
と
評
し
得
る
。
な
お
目
黒
二

O
一
一
は
、
武
帝
の
東
方
巡
幸
と
封
禅
の
意
義
を
論
じ
る
際
に
、
東
方
の
諸
侯
王
国
の
脅
威
が
低
下
し
、
旬
奴
を
あ
る

程
度
抑
え
込
ん
だ
こ
と
が
地
方
巡
幸
を
可
能
に
し
た
と
す
る
一
方
(
四
四
頁
)
、
文
帝
期
の
事
例
も
武
帝
期
の
先
般
と
し
て
取
り
上
げ
る
が
、
そ
の
際
に
孝

文
十
六
年
以
降
に
行
わ
れ
る
は
ず
だ
っ
た
改
暦
服
色
・
郊
組
・
巡
狩
封
禅
と
併
せ
て
買
誼
の
思
想
的
影
響
を
指
摘
す
る
(
二
九
一
一
二
頁
)
。

⑩
芳
賀
三

O
O
O
(七
一
|
七
四
頁
)
や
池
田
二

O
O七
は
、
対
諸
侯
玉
策
の
成
果
を
呉
楚
七
図
の
乱
と
直
結
さ
せ
て
理
解
す
る
。
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史
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史
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頁
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日
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后
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力
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前
漢
初
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「
諸
呂
の
乱
」
を
手
が
か
り
に
』
九
州
大
学
出
版
会
、
二

O
一
四
年
、
に
収
録
)

『
秦
漢
思
想
史
研
究
』
日
本
学
術
振
興
会

『
秦
漢
政
治
制
度
の
研
究
』
日
本
学
術
振
興
会

「
前
漢
時
代
の
関
と
馬
琴
関
」
(
『
福
岡
大
学
人
文
論
叢
』
一

O
i一
一
一

l
四
一
一
頁
)

「
買
誼
と
『
買
誼
新
書
』
」
(
『
東
洋
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典
学
研
究
』
二
ハ
工
ハ
七
一
八
一
貰
)

「
『
頁
誼
新
書
』
の
諸
侯
主
対
策
」
(
司
日
本
中
国
学
会
報
』
五
六
一
ム
ハ
三
一
頁
)

「
買
誼
『
新
書
』
成
立
説
に
関
す
る
資
料
批
判
的
研
究
」
(
『
関
西
大
学
中
国
文
学
会
紀
要
』
一
一
一
一
一

l
二
四
頁
)

「
貰
誼
『
新
書
』
の
成
立
」
(
『
日
本
中
国
学
会
報
』
五
六
一
一
一
一
一
頁
)

「
買
誼
年
譜
長
編
序
説
|
資
料
編
年
上
の
問
題
点
を
中
心
に
」
(
『
関
西
大
学
中
国
文
学
会
紀
要
』
一
一
七

一
三
九
頁
)

『
東
洋
天
文
学
史
研
究
』
臨
川
書
庖
一
九
八
九
年
復
刊

「
郡
国
制
の
再
検
討
」
(
『
日
本
秦
漢
史
学
会
会
報
』
六
一
!
一
一
五
頁
)

「
前
漢
景
帝
期
園
制
転
換
の
背
景
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
六
七
三
一
三
三
頁
)

「
劉
氏
准
南
王
国
の
興
亡
」
『
前
漢
国
家
構
造
の
研
究
』
早
稲
田
大
学
出
版
部

「
武
帝
の
死
|
『
塩
鉄
論
』
の
政
治
史
的
背
景
|
」
『
中
国
古
代
国
家
と
東
ア
ジ
ア
世
界
』
東
京
大
学
出
版
会

「
呉
楚
七
国
の
乱
の
背
景
」
(
『
布
目
潮
淵
中
国
史
論
集
上
巻
』
汲
古
書
院
二

O
Oコ一)

『
礼
と
法
の
間
隙
前
漢
政
治
思
想
研
究
』
汲
古
書
院

「
推
恩
の
令
L

(

『
北
大
史
学
』
二
八

O

一
O
O頁
)

。
七
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洲
明
・
徐
超

呉
雲
・
李
春
台

徐
復
視

鴎
振
益
・
鐘
夏

。二O
一
四

二
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二
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二
O
二
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「
「
劉
邦
集
団
」
と
「
郡
国
制
」
を
め
ぐ
る
問
題
|
漠
初
政
治
史
復
元
の
た
め
に
」
(
『
中
国
史
学
』
一
一
三

一
四
一
頁
)

「
棟
渉
か
ら
郷
邦
へ
!
秦
末
楚
漢
の
国
際
秩
序
」
{
『
史
林
』
九
七
一
一
一
一
一
一
五
頁
)

「
頁
誼
旬
奴
論
再
考
」
(
『
中
国
古
代
史
論
叢
』
八
一
六
四

l
一
一
一
ニ
九
頁
)

『
秦
漢
刑
制
史
の
研
究
』
京
都
大
学
学
術
出
版
会

「
前
漢
武
帝
の
封
禅
|
政
治
的
意
義
と
儀
礼
の
考
察
|
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
六
九
|
四

『
戦
国
か
ら
漢
初
に
い
た
る
官
制
史
・
官
僚
制
史
研
究
』
博
士
論
文
{
京
都
大
学
}

二
六
|
五
一
一
一
頁
)

「
試
斥
漢
初
藩
王
坐
大
与
買
競
的
地
制
思
想
」
(
『
魅
力
中
国
』
一
一

O
一
O

五
四
九
頁
)

「
頁
誼
新
書
探
源
」
(
江
潤
動
・
陳
焼
良
・
陳
煩
良
『
買
誼
研
究
』
求
精
印
務
公
司
}

『
貰
誼
集
罷
校
集
解
』
河
海
大
学
出
版
社

『
西
漢
政
治
思
想
論
集
』
五
南
図
書
出
版
公
司

叶
頁
誼
大
一
統
的
政
治
主
張
」
(
『
湖
南
科
技
学
院
学
報
』
一
一
一
O
i六
五
九
六
二
貝
}

「
グ
漢
興
三
十
年
H

H

四
十
年
H

与
貰
誼
書
不
偽
説
」
(
『
古
典
文
学
知
識
』
一
九
九
九
一
八
八

l
九
二
頁
)

「
頁
誼
、
量
錯
、
主
父
値
削
藩
主
張
之
比
較
」
(
『
激
州
学
院
学
報
』
八
五
七
一
七
三
頁
)

『
貰
誼
評
伝
』
南
京
大
学
出
版
社

『
頁
誼
集
校
注
』
人
民
文
学
出
版
社

『
頁
誼
集
校
注
(
増
訂
版
ご
天
津
古
籍
出
版
社

『
西
漢
思
想
史
第
二
巻
』
華
東
師
範
大
学
出
版
社

『
新
書
校
注
』
中
華
書
局

五
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戚
知
非

張
福
運

周
双
利

頁誼の対諸侯主策の再検討ーー港南問題と r地帯IjJのあいだ一一松島撞真

九
八
O

O

一O
0
0三

九
七
四

『
四
庫
提
要
務
証
』
中
華
書
局

「
論
漢
文
帝
μ

除
関
無
用
伝
d

西
漢
前
期
中
央
与
諸
侯
主
国
関
係
的
演
変
」
(
『
史
学
月
刊
』
ニ

O
一
O

七

頁
)
「
西
漢
呉
楚
七
国
之
乱
原
因
排
析
」
(
『
人
文
雑
志
』
二

O
O一
二
五

「
論
買
誼
和
ρ

削
藩
乙
(
『
吉
林
師
大
学
報
』
一
九
七
回
l
三

ゴ
ご
ー
一
二
五
頁
)

四
一
四
六
頁
)

五

(
京
都
大
学
非
常
勤
講
師
}
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